
はしがき

イギリスの詩人・劇作家ゴールドスミス

（Oliver Goldsmith, 1 7 2 8-1 7 7 4年）は、かつて

“O Memory! thou fond deceiver.”といった

（The Captivity : An Oratorio）。1 9 9 5年（平成７

年）の年央、総領事としてストラスブールに

赴任することになったとき、私はアルザスの

この美しい街や、ここに置かれている欧州評

議会（C E）及びここで本会議を開催する欧州

議会（E P）のことなら、多少は記憶に残って

いるかも知れない、と思った。古い話で恐縮

であるが、1 9 5 9年（昭和3 4年）７月から1 9 6 1

年（昭和3 6年）９月まで在ベルギー大使館に

在勤していた間、ストラスブールへ出掛け、

E P－－当時は三つの欧州共同体（現在の欧州

連合、E U）に共通の議会部門であった。－－

の本会議を傍聴する機会が一再ならずあった

からである。そして、当時 E P は、 C E の

Maison de l’E u r o p eと呼ばれる建物にある会議

場を借用して本会議を開催していたので、C E

の雰囲気もある程度は覚えているつもりであ

った。

しかしながら、実際にストラスブールに着
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任してから、私は自分の記憶にあるC EとE P

とが、約3 5年の間に、まさしく想像を絶する

変貌を遂げたことを悟らざるを得なかった。

それは、もはや私の記憶になつかしく残って

いた国際機関ではなかった。C EもE Pも、そ

れぞれ活動の幅を広げ、権限を強化し、加盟

国が増加し、当然の結果として議員や事務局

職員の数が増え、そして彼等が出入りする会

議場やオフィスの建物もすっかり変わった。

その一方で、ストラスブールの市心にある

カテドラル広場、プチット・フランス、市庁

舎、ストラスブール大学のPalais Universitaire、

そしてあちこちの公園、川や運河、このよう

な場所は、暑い陽射しの下、昔のままの姿を

見せていた。はじめてブリュッセルからスト

ラスブールに来たのは真冬のころで、石畳の

カテドラル広場にそびえるノートル・ダム大

聖堂（地上からの高さ 1 4 2m）は濃い夕靄に

包まれていたが、1 2 8 4年にErwin de Steinbach

が建設を開始したという巨大なファサード

は、圧倒的な力強さで私に迫った。凍てつく

ような寒さの中で立ち続ける私のそばを、１

組の老夫婦がアルザス語で話しながら静かに

通り過ぎていったほかは、周囲には何の物音

も聞こえなかった。

－－3 0年以上の年月を経たいま、大聖堂は

外観も内部も少しも変わらず、ただ往時と違

い、観光客の大群が広場を埋めていた。プチ

ット・フランスに行くと、黒っぽい木骨が白

や赤茶色の外壁に浮き出して見えるハーフ・

ティンバー様式の建物がイル川（l’I l l）に沿っ

て立ち並ぶ絵のような風景は相変わらずであ

ったが、やはり観光客があちこちに群れ集ま

り、声高にしゃべっているのが昔と違う。ア

ルザス地方の大部分がドイツ帝国の直轄領で

あった時代、1 8 7 4年から1 8 8 4年にかけて建設

されたPalais Universitaireは今も重厚な外観を

保ち、しかし夏休みのせいか、周囲にまった

く人影がなかった。

私は、1 9 9 7年（平成９年）６月末、ストラ

スブールを離任した。同年1 1月、同地を再訪

したが、これからもしばしばアルザスを訪ね、

ストラスブールでC E及びE Uの動きをフォロ

ーする機会に恵まれることを希望している。

本稿は、E Pについて、昔と現在との間に見

られる違いのいくつかについて述べたもので

ある。それは、あくまでも私の個人的な観察

や感想に過ぎない。しかし、いわゆる「懐旧

談」ではなく、なるべく現状と関連付けなが

ら語ってみたい。読者の御参考になれば幸い

である。

［付記］

本稿は、1 9 9 5－1 9 9 7年のストラスブール在

勤中に作成したが、活字化されるにあたり、

可能な限りその後の関連資料を集め、1 9 9 8年

1 0月までu p - t o - d a t eにすることに努力した。

�．日本政府とE U

１．1 9 5 9年７月2 9日、私がブリュッセルに着

任したときは、倭島英二大使が駐ベルギー大

使兼駐ルクセンブルグ公使であり、また当時

ルクセンブルグにあった欧州石炭鉄鋼共同体

（E C S C）の最高機関に対する日本政府の常設

オブザーバー（observateur permanent）でも

あった。戦後初代の駐ベルギー大使であった

荒川昌二氏は1 9 5 2年８月2 5日の任命で、同年

９月2 9日に信任された。E C S Cを設立する条

約は、それより少し前、1 9 5 2年７月2 3日に発

効していたが、荒川大使は1 9 5 4年1 0月2 0日

になって、E C S C最高機関に常設オブザーバ

ーとして正式に接受された。これがわが国と

E C S Cとの公的関係の端緒であった。荒川大

使の後任、武内龍次駐ベルギー大使も、1 9 5 5

年５月2 5日、最高機関から同じ資格を与えら

れた。

1 9 5 8年１月１日、欧州経済共同体（E E C）

及び欧州原子力共同体（ユーラトム）が発足
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し、これら二つの共同体は、ブリュッセルに

それぞれ閣僚理事会及び委員会を設立した。

私がベルギーに着任した約３ヵ月後の1 9 5 9年

1 0月1 9日、倭島大使（武内大使の後任）は、

E E CのWalter Hallstein委員長に対し、日本政

府の初代代表（r e p rés e n t a n t）として信任状を

呈出された。他の舘員といっしょに、私は燕

尾服に身を固めた倭島大使が、大使館の建物

（当時は、公邸も事務所も、Boulevard Génér a l

J a c q u e s１番地の古い建物にあった。）をあと

に、車でE E C委員会に向かわれるのを見送っ

た。ここに、日本はE E Cに外交代表を、そし

てE C S Cにはオブザーバーを、それぞれ派遣

する体制をとったのである。

しかし、日本政府は、 E E C のみならず、

E C S C及びユーラトムとも完全な外交関係を

設定することを決定した。1 9 6 1年１月1 6日に

なって下田武三大使がベルギーに赴任された

が、同大使は、駐ルクセンブルグ公使及び

E E C に対する代表を兼ねたのみならず、

E C S C及びユーラトムに対する代表にも任命

された。下田大使は２月７日、ベルギーの

B a u d o i n 国王に信任状を奉呈されたが、２月

2 4日になって、E E CのH a l l s t e i n委員長のもと

に信任された。そして３月2 3日、ルクセンブ

ルグ市の大公宮でC h a r l o t t e大公妃に、また翌

2 4日、当時市内の Place de Metz にあった

E C S Cの最高機関でPietro Malvestiti議長に、

それぞれ信任状を奉呈された（1）。さらに、４

月 1 2 日になって、ユーラトム委員会の

Etienne Hirsch委員長にも信任された。すなわ

ち、このときから、日本政府は三つの欧州共

同体の全部と正式な外交関係をもつことにな

ったのである。

私はといえば、下田大使の着任以来プロト

コール係を仰せつかっていたので、同大使が

ベルギー、ルクセンブルグ、E C S C最高機関、

E E C委員会及びユーラトム委員会のそれぞれ

に信任されるとき随伴させて頂いた。何しろ、

５ヵ所で信任状の奉呈式をとり行なうのであ

るから、準備にあたって目のまわるような忙

しさを味わった。しかし、三つの共同体のそ

れぞれがもつ閣僚理事会に対しては、当時は

信任状を呈出する必要がなかった。第三国の

代表が各共同体の理事会議長及び委員長

（E C S Cについては最高機関議長）の双方に信

任されるようになったのは、1 9 6 6年１月3 0日、

加盟６ヵ国の間で成立した「ルクセンブルグ

の妥協」（compromis de Luxembourg）以後の

ことである。

私は、地域的な国際機関が、域外の第三国

（加盟国ではない。）と正式な外交関係を樹立

する時代が到来したことを、まさに身をもっ

て実感した。帰朝後、『外務省調査月報』の

1 9 6 2年５月及び６月号に「ヨーロッパ３共同

体の使節権」と題して拙い論文を寄せたが、

実はこの作品は、下田大使のおすすめで、私

がブリュッセルで体験したこと、学んだこと、

考えたことをまとめたものである。

下田大使の前任の方々が E P にどの程度の

関心をおもちであったのか、私にはよくわか

らない。一度だけ、倭島大使のお伴でブリュ

ッセルから汽車でストラスブールへ行き（当

時は両市を結ぶハイウェーがなく、自動車で

行くと丸一日かかった。空の便もまだなかっ

た。）、E Pの本会議を傍聴したことがあるが、

同大使も、ストラスブールへはそのときはじ

めて出張されたのかも知れない。

下田大使は、国際機関が議会（もちろん、

完全な立法機関ではないが）を併設している

事実に非常に興味をもたれたらしく、何回か

ストラスブールに足を運ばれ、私はそのたび

にお伴をさせて頂いた。最初は、着任の挨拶

まわりで、議会関係の要人の何人かと次々に

お会いになった。そのなかには当然 H a n s

F u r l e r議長が含まれていたが、下田大使は彼

の前任者で、当時は名誉議長であったフラン

スのRobert Schuman元外相をも表敬訪問され

た。S c h u m a n元外相はすでに7 0歳代なかばで、

健康を害していたように見受けられたが、
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「ヨーロッパ統合の父」にふさわしい威厳と、

何ともいえぬ優しさとを兼ね備えている方

で、強い印象を私に与えた。約２年半後の

1 9 6 3年９月、私は東京で、彼がロレーヌ地方

のS c y - C h a z e l l e s（モゼール県）で亡くなった

ことを知った。

２．私がブリュッセルを去ったあと、三つの

欧州共同体は形成期を抜け出し、いろいろな

意味で発展を遂げつつ今日に至っている。制

度面に限って重要な動きのいくつかを取り上

げても、加盟６ヵ国は1 9 6 7年７月１日、三つ

の共同体に共通の閣僚理事会・委員会を成立

させ、このときから、これら共同体の総称と

して、「欧州共同体」（E C）という表現が一般

化した。（しかし、“C”はまだ単数・複数の

どちらでも使われた。）1 9 7 3年１月１日、E C

にイギリス、アイルランド及びデンマークが

加盟、E C ははじめてその領域を拡大した。

1 9 7 9年６月６－1 0日、E Pの第１回直接選挙

が実施された。欧州議員の直接選挙は、その

後も５年毎に行なわれている。さらに、1 9 8 1

年１月１日ギリシャが、また1 9 8 6年１月１日

スペイン及びポルトガルが、それぞれE Cに

加盟し、また1 9 8 7年７月１日、単一欧州議定

書（S E A）が発効した。1 9 9 0年1 0月３日のド

イツ統一に伴ない、旧東ドイツがE C の領域

の一部となった。1 9 9 2年２月７日、欧州連合

条約（以下「マーストリヒト条約」）が調印

され、同条約は翌年1 1月１日から実施された。

E C にかわり、E Uという名称が広く使われる

ようになったのはこれ以降である。もっとも、

E U は、それまでE Cと総称されていたE C S C、

E E C及びユーラトムの三つの国際機関を基礎

に創設された国家連合体であって、３共同体

が依然として存在していることに違いはな

い。（ただし、E E Cは“E c o n o m i c”をはずし、

E C（単数）となり、委員会は「欧州委員会」

となった。）1 9 9 5年１月１日、さらに、オー

ストリア、スウェーデン及びフィンランドが

加盟、E Uは1 5ヵ国を擁する国際機構に成長

した。マーストリヒト条約見直しのため、

1 9 9 6年３月2 9日からE Uの政府間会議（I G C）

が開始され、翌1 9 9 7年６月のアムステルダム

における欧州理事会は、同会議の結論を土台

としてアムステルダム条約に合意した（正式

調印は同年1 0月２日、未発効）。

－－私がブリュッセルにいたころは、三つ

の欧州共同体自体がまだ機構的に小さく、職

員も少なかったが、日本政府も同地に舘員六、

七名の大使館を置いていただけで、これが三

つの共同体に対する代表部でもあった訳であ

る。今では、E U に対する独立の代表部が設

けられ、また、ルクセンブルグに大使館（実

舘）が開設されている。時の流れの強さは、

まさに目を見張らせるものがあると思う。

�．E Pの本会議場

１．ストラスブールに着任した数日後、私は

ヴァッケン地区（Le Wacken）にあるC Eを訪

ねた。建物を目にしたとき、これは約3 5年の

昔に何回か来たMaison de l’E u r o p e－－フラン

ス人 Bertrand Monnet の設計によるもので、

1 9 5 0年３月６日に建設に着手し、わずか６ヵ

月余りで竣工したという。－－とは違う、と

感じた。

内部に入ると、レセプション・デスクのう

しろの壁に大理石の碑がはめ込まれており、

1 9 7 2年５月1 5日、当時のC E閣僚委員会議長、

Pierre Graberスイス外相の手でこの建物－－

Palais de l’E u r o p eという。－－の定礎式を行な

ったという趣旨のことが彫ってある。そうか、

Maison de l’E u r o p eは壊されて新しい建物がで

きたのか、と思った。あとで知ったことであ

るが、Palais de l’E u r o p eは1 9 7 0年1 2月に閣僚

委員会が建設を決定し、ストラスブール市は

翌年６月1 1日、C Eに土地を引き渡した。

P a l a i sはフランスの建築家Henry Bernardの

設計で、1 9 7 6年７月に完成、翌1 9 7 7年１月2 8
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日の落成式にはジスカール・デスタン大統領

が出席した。

正面階段をのぼって大会議場（hém i c y c l e）

に入ってみたが、もちろんかつて私が知って

いたMaison de l’E u r o p eの会議場とは違う。建

物自体もそうであるが、会議場がずっと広く

なっている。私が昔ストラスブールに来てい

たころ、C Eは計1 5の加盟国を数えるにすぎ

なかったが、1 9 9 5年に私が着任したときは計

3 6ヵ国になっていたのであるから、これは当

然であろう（２）。

その後、着任の挨拶まわりに忙殺されてい

たある日、IPE �の建物（後述するように、

1 9 7 9年以降、E P は議員や事務局職員のため

の執務室や会議室を収めるビルを、C Eの建

物に接して続々と建設するようになった。

I P Eの“I”は、“i m m e u b l e”の略である。）の

廊下を歩いているとき、私は偶然、１枚の写

真が額に入り、壁に掛けられているのに気付

いた。その写真を見た瞬間、それが、M a i s o n

de l’E u r o p eの会議場、私の記憶にあったかつ

てのE P の会議場であることがわかり、しば

らく立ち止まって眺め入った次第である。

Palais de l’E u r o p eには、大会議場のほか、1 4

の会議室、約8 0 0の事務室等がある。建坪１

万7,5 3 6m2、床面積６万3,9 9 3m2、地上６階、

地下２階の巨大な建物である。

C Eは、Palais de l’E u r o p eのほかにもいくつ

かの建物をもっている。第１図及び第２図を

見て頂きたい。Avenue de l’E u r o p e及びA l lée

S p a c hの分岐点でC Eの構内に入り、ゆるやか

な坂をたどって P a l a i s に向かうのであるが、

坂の左側に６階建てのBâtiment Bがある。そ

して、右側にひろがる広大な芝生の庭が、か

つては Maison de l’E u r o p e の敷地であった。

C EがBâtiment Bを建設したあと、営繕関係者

は、Maison de l’E u r o p eをBâtiment Aと称する

ようになったという（３）。
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Bâtiment B は６階建てで、1 9 5 3年に起工、

翌1 9 5 4年９月、C Eに引き渡された。しかし、

Bâtiment B では、E C S C共同総会（後述）の

議員及び事務局職員の方が、C E関係者より

多くのスペースを占めていたといわれる。

Bâtiment Cは、1 9 5 7年４月はじめに着工、

同年1 1月に竣工した。1 9 5 7年当時はE C S C共

同総会しかなかったが、同年３月2 5日に調印

されたローマ条約でE E C及びユーラトムの設

立が決定し、1 9 5 8年から３共同体に共通の議

会を設けることが合意されたので、議員及び

事務局職員の執務室を収めるため建設するこ

とになったのである。B 及び C の設計者は、

Maison de l’E u r o p eと同じBertrand Monnetで

ある。Bâtiment C はA l lée Spach沿いにあり、

1 9 6 3年になって上階部分を増築したという。

1 9 5 9年３月1 4日、元フランス首相のP i e r r e

P f l i m l i nがストラスブール市長となったが、彼

は著書Mémoires d’un Européen（Fayard, 1 9 9 1）

で、この年、一部のフランス人政治家が C E

をパリまたはその近郊に移すことを考え、1 1

月５日、国民議会で討議が行なわれたが、結

局Michel Debré首相がC Eをストラスブール

に残すという政府の意志を議会に伝え、移転

問題は沙汰止みになった、と述べている（p .

3 0 1）。P f l i m l i nはまた、同じ著書で、彼は市長

として、市建設局のC a l s a t技師に対し、スト

ラスブールの西にある H a u s b e r g e n の丘

（Wolfisheim, Oberhausbergen, Mittelhausbergen

及び N i e d e r h a u s b e r g e n の四つの村にまたが

る。現在は高級住宅地に変貌しているが、当

時はまだ自然のままの状態にあった。）に

「ヨーロッパの首府」を建設する構想を検討

させたことがある、といっている（p. 3 0 2）。

1 9 7 2年になって、３共同体は Maison de

l’E u r o p eのわきに、建坪約2 0 0m2の印刷所用の

建物を建設した。この建物はBâtiment Pと称

され（“P”は“p r i n t i n g”を意味すると思われ

る。）、E Uの議事録等を印刷していたが、1 9 7 5

年、Bâtiment PはA l lée Spach沿い、Bâtiment C
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の並びに移築された。

のち、Bâtiment C及びBâtiment Pのあると

ころにIPE �が建設されることになった（後

述）。1 9 9 0年３月７日付 D e r n ières Nouvelles

d’ A l s a c e（以下 D N A）によると、そのころ

Bâtiment Pはすでに撤去され、Bâtiment Cの

取り壊し作業がはじまっていた（４）。

Bâtiment DはやはりBertrand Monnetのデザ

インで、C E の人権ビルとして建設された。

この建物は、1 9 6 3年７月８日、P f l i m i l nストラ

スブール市長の提案に基づいて市議会がその

建設を決議したもので、市の建設公社

Habitation Moderneが建設を請負い、同年９

月1 8日に起工式が行なわれ、1 9 6 5年９月2 8

日に完成した。この建物は3,2 0 0m2の建坪で、

欧州人権裁判所、欧州人権委員会及びC E 事

務局に属する人権局のスタッフを収容してい

たが、現在は使用されていない。これを、本

稿では「旧人権ビル」と呼ぼう。（第１図で

は、Palais des Droits de l’H o m m eのままになっ

ている。）

1 9 7 0年の地図にはまだMaison de l’E u r o p eが

描かれており、のちPalais de l’E u r o p eが建て

られるにあたり、当時は十数面のコートをも

つテニス・クラブがあった。また、現在I P E

�があるあたりにもプールやテニスコートを

備えたスポーツ・クラブがあり、C Eの職員

は昼休みや土曜の午後、これらの施設をよく

利用したという。Maison de l’E u r o p eが取り壊

されたのは、1 9 7 7年４月から夏にかけてのこ

とである。

C E事務局はMaison de l’E u r o p e、Bâtiment B

及びBâtiment Dを使用していたが、手狭にな

ったので、1 9 7 3年４月、アネックスの建設を

決定した。場所は、現在新人権ビルが建って

いる土地（Maison de l’E u r o p eとは、Canal de

la Marne-au-Rhinを隔てた位置にある。）が選

ばれ、ここにあった修道院（Maison des Pèr e s

O b l a t s）の建物が１棟をのぞき撤去された。

この建物は1 7世紀に建てられたもので、何棟

かで構成され、周囲に広い菜園があった。さ

らに1 9 7 4年４月１日、近くにあった公園に２

階建てのプレハブが建設され、やはり事務局

が使用することになった。

C E閣僚委員会は、1 9 8 6年４月、新人権ビ

ルの建設を決定した。ストラスブール市建設

局が新人権ビルの設計図を作成、1 9 8 8年５月、

閣僚委員会はいったんこれを承認した。同年

６月2 0日、市は前記の事務局アネックス用建

物を含む約２万 m2の土地を C E に提供した。

しかし、新人権ビルの設計図について、「ま

るで刑務所のようだ。」という批判が生じ、

翌1 9 8 9年、Catherine Trautmannがストラスブ

ール市長になってから、新たに国際コンクー

ルによって設計案を公募することとなった。

こうして選ばれたのがイギリス人Sir Richard

R o g e r s及びストラスブールに近いS c h i l t i g h e i m

出身のClaude Bucherの設計であるが、最終

審査の段階では、彼等の設計案のほか、フラ

ンスの Dominique Perrault 及びドイツの

Mathias Ungersの案が残っていたという。

1 9 9 0年春から、建設のための準備作業がス

タートした。事務局アネックスが取り壊され

たのは1 9 9 1年７月のことである。新人権ビル

の建設そのものは、同年1 2月に開始された。

新人権ビルの設計者R o g e r sは、イタリア人

Renzo Piano等と共にパリのポンピドゥー芸術

文化センターの設計にあたったことで知られ

る建築家である。ポンピドゥー・センターは、

「石油コンビナート」等と評される鉄とガラ

スの異様な（？）建物であるが、ストラスブ

ールの新人権ビルもかなり奇抜な外観で、市

民の評判は必ずしもよくないようである。し

かし、ストラスブール市の設計図をもとに建

設したならば、新人権ビルの評判はもっと悪

かったかも知れないと思う。それはともかく、

このビルは1 9 9 4年1 2月に完成したが、その一

部は1 9 9 3年1 0月から使用されるようになった

という。1 9 9 2年５月４日の定礎式はフランス

のミッテラン大統領の臨席の下で行なわれた
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が、当時の C E 閣僚委員会議長はスイスの

R e né F e l b e r大統領（外相）で、彼が式典を主

宰した。なお、当時の欧州人権裁判所長官は

Rolv Ryssdal、また欧州人権委員会委員長は

Carl Aage Nør g a a r dで、いずれも定礎式に出席

している。建坪 2 8,0 0 0m2で、建設費は４億

5,5 0 0万フランに達した。落成式は1 9 9 5年６

月2 9日に挙行されたが、これにチェッコ共和

国（当時の閣僚委員会議長国）のH a v e l大統

領が臨席した。欧州人権裁判所のR y s s d a l長

官及び欧州人権委員会のNør g a a r d委員長も出

席したが、後者はその直後、Stephan Trechsel

と交替した。

私が着任したとき、新人権ビルの一隅

（Rue Boecklin及びQuai Ernest Bevinの角）に

古いハーフ・ティンバー様式の建物があった

が、これが前述の修道院の建物のうち最も古

い棟で、1 9 9 6年1 1月、これを解体して、新人

権ビルの敷地とはA l lée Zaepfelで隔てられた

5,0 0 0m2の広さの土地に移築することが決定し

た。移築には5 7 0万フランを要したというが、

1 9 9 7年１月早々に建物の解体作業が開始さ

れ、６月ごろまでに、これを新しい場所に建

て直した。現在この建物は、 I n s t i t u t

International des Droits de l’H o m m eが使用して

いる。

Bâtiment D（旧人権ビル）は、1 9 9 4年末に

閉鎖され、現在は無人の状態にある。

Bâtiment Eはプレハブの２階建て事務所で、

計 1 5 0のオフィスがある。新人権ビルとは

Rue Boecklinで隔てられているが、ここには、

1 8 7 2年ドイツが建設した兵営があった。1 9 5 3

年、ストラスブール市の所有となったが、

1 9 8 3年９月まではこの建物には居住者がお

り、人々はこの建物を“d’S c h w o o w e k a s e r n”

（アルザス語で「ドイツの兵営」の意味）と

呼んでいたという。1 9 8 7年４月２日から取り

壊し作業が始まった。（３日付D N A に、この

建物の写真がある。）ここはC E関係者のため

のパーキング場（1 3,0 0 0m2）となったが、旧

人権ビルが手狭になったため、その一部

（3,6 5 0m2）を閉鎖し、ここにBâtiment Eを建

設したのである。建設は1 9 9 1年２月から、ま

ずS o c iété ERGE 2 0 0 0が、つづいてK L - S K M Iの

手で行なわれ、同年８月１日に引き渡された。

ここには、新人権ビルが落成して欧州人権裁

判所等のスタッフがそこに移ったあと、社

会・経済局を含むC Eの事務局の一部が入居

している。

また、第１図に見えるCentre Européen de la

J e u n e s s e は、1 9 6 7年にC E閣僚委員会が建設

を決定したもので、ノールウェーの建設会社

L u n d - S l a a t t oの手でつくられ、1 9 7 2年６月１日

にオープンした。本格的な業務の開始は同年

1 0月からであったという。1 9 7 8年に増築工事

がはじまり、翌年1 0月９日に落成した。（な

お、1 9 9 5年1 2月1 5日、ブダペストにも同様

のセンターが開設された。）

C E は、1 9 9 2年夏以来、薬局方欧州委員会

（Commission Européenne de Pharmacopée）の

事務局（社会・経済局の一部）を、ストラス

ブール市内のAvenue de Colmarにある建物に

置いている。

現在C Eが使用している建物のうち、P a l a i s

de l’E u r o p e、Bâtiment B、新人権ビル、C e n t r e

E u r o péen de la Jeunesse及び薬局方欧州委員会

事務局の建物は C E が所有しており、一方、

旧人権ビルはストラスブール市に所属し、ま

た、Bâtiment EはK L S - K M Iの所有で、同社が

ストラスブール市に賃貸し、同市がさらに

C Eに貸す形をとっている。ちなみに、 R u e

Joseph Massol１番地にあるC E 事務総長の公

邸も、ストラスブール市の所有物である。

２．E Uは、1 9 7 9年から1 9 9 1年にかけ、ヴァ

ッケン地区に３棟の建物、すなわちIPE �-�

を建設した。これは、1 9 7 8年５月2 2日のスト

ラスブール市議会の決定によるもので、市建

設局のF r a nçois Sauerが設計にあたり、またス

トラスブール地域開発公社（ S o c i é t é
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d’Aménagement et d’Equipement de la Région de

S t r a s b o u r g、S E R Sと省略される。）が施工管

理にあたった。

IPE �は、1 9 7 9年３月－1 9 8 0年1 0月の期間

に、まずその東側の部分がイル川沿いに建設

された（第２図で“Salles 1 0 0/2 0 0/6 0 0/7 0 0”

とある部分）。当時、 E P を構成する議員は

4 1 0名であったが、1 9 7 9年から欧州議員が直

接選挙で選出されることになり、その数も増

加することとなったためとられた措置で、ス

トラスブール市は３万5,0 0 0m2の土地を提供

した。建設費はオランダの特殊法人S t i c h t i n g

Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid

( S F B )が負担し、現在、同法人が建物をスト

ラスブール市に貸している。そして、市がこ

れをさらにE C（のちのE U）に貸しているこ

とは、Bâtiment Eの場合と同様である。なお、

IPE �のこの部分には計5 3 4の執務室があり、

また床面積4,0 0 0m2の印刷所が置かれている。

1 9 8 1年初頭、ギリシャがE Cに加盟したこ

ともあって、 IPE �は、1 9 8 5年はじめから

1 9 8 6年３月にかけて、西側の部分（第２図で

“Bureaux des Dép u tés”とある。）を増築した。

1 9 8 4年1 2月1 9日付D N Aによると、この増築

はE PのP f l i m l i n議長（同年７月2 7日就任）が

ストラスブールのMarcel Rudloff市長に提案し

たものであるが、P f l i m l i n議長自身、前述のよ

うに、1 9 5 9年以降ストラスブール市長を務め

た人物である（ R u d l o f f 市長はその後任）。

1 9 8 6年３月、E P 本会議が開催された機会に

落成式が行なわれた。

1 9 8 6年に入ってスペイン及びポルトガルが

E Cに加盟し、欧州議員及びE P事務局員の数

が増えたため、1 9 8 6年７月から1 9 8 7年1 1月

の間にIPE �がつくられた。この建物もイル

川を臨む位置にあり、IPE �に隣接している。

また、 IPE � は、 C E の Bâtiment C 及び

Bâtiment Pを撤去して生み出した１万9,0 0 0m2

の更地に、1 9 9 0年７月から1 9 9 1年1 2月にか

けて建設された。

これらの建物のうち、�には議員用の執務

室や会議室があり、�には本会議のたびにル

クセンブルグ及びブリュッセルから出張して

くるE P 事務局員のための執務室、そして�

はプレス・センター及び事務局（ストラスブ

ール分室）の執務室を収める。IPE �は、�

のみならず�の建物にも接続しており、また

Palais de l’E u r o p eにも連結している。

３．E P は、本会議のための C E の大会議場

（最初はMaison de l’E u r o p e、その後はPalais de

l’E u r o p eにあった。）を使用しているほか、さ

らにPalais de l’E u r o p eにある約8 0 0の事務室の

うち半数近くを借りている。IPE 1-3が完成

した現在でも、事情はほとんど変わっていな

い。1 9 8 5年７月1 2日付D N Aは、E Pを「侵略

的な借家人」（locataire envahissant）と形容し

ているが、そのような感じが若干しないでも

ない。

しかし、後述のように、東西ドイツの合併

（1 9 9 0年1 0月）に伴なってE Pのドイツ出身議

員数が増えた上に、1 9 8 9年７月から1 9 9 2年1 1

月にかけてオーストリア、スウェーデン、フ

ィンランド及びノールウェーがE Uに対し正

式に加盟を申請したこともあって（1 9 9 5年は

じめになって実際に加盟したのは、ノールウ

ェーを除く３か国であった。）、E Pは将来に向

けて、その施設をさらに拡張することになっ

た。

1 9 9 0年２月、ストラスブールの C a t h e r i n e

T r a u t m a n n市長（R u d l o f f市長の後任）は、I P E

�（E Pの本会議場及び事務棟）を新たに建設

することを提案、市議会は同年９月2 4日、こ

の案を承認した。建設費は1 9 9 3年現在で総額

2 8億フランに達すると見込まれ、施工管理に

あたるS E R Sは1 9 9 3年1 2月、Banque fédér a t i v e

du Crédit Mutuel及びCaisse d’Epargne d’A l s a c e

の連合体から３億4,0 0 0万フラン、また1 9 9 5

年２月２日、上記２銀行及び Caisse des

Dépôts et Consignations, Crédit Local de France
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等で構成されるグループから2 2億フランの融

資を、それぞれ受けることになった。

しかし、ストラスブール市はE U と IPE �

の賃貸借契約を締結するが、賃借料の支払が

滞った場合どうするかという責務保証問題の

解決が長引き、1 9 9 2年６月1 5日になってよう

やくフランス政府と関連自治体との間に合意

が成立した。（政府が 6 6％、アルザス地方、

バ・ラン県、ストラスブール市及び同市を含

むストラスブール都市連合（ C o m m u n a u té

Urbaine de Strasbourg、C U Sと略される。）が、

それぞれ8.5％を保証する。）こうして、市及

び E Uは、1 9 9 3年１月８日、正式に賃貸借契

約を締結した。（契約期間は2 0年間であるが、

この期間が経過したあと、E Uは買取り権を

認められている。）これに伴ない、1 9 9 4年４

月、ストラスブール市はヴァッケン地区にあ

る展示会場のうち、イル川沿い（IPE �及び

�の対岸）にあるいくつかの構造物を取り払

い、ここに４万3,7 2 0m2という広大な敷地を

つくり出した。そして、同年７月、大規模な

本会議場及び事務棟の建設がはじまった。

（定礎式は行なわれなかったという。）これが

IPE �であって、Architecture Studio Europeと

いう建築家グループによる設計である。

計画によると、本会議場用の棟は地上1 7階、

高さ4 0mの建物で（地下３階）、ここに議席

7 5 0の大会議場を設ける。（必要が生じれば、

計1,0 0 0席まで据え付け可能という。）

事務棟には2 4の会議室に加え、1,1 1 3のオ

フィスが入る。事務棟が完成すれば、高さ

6 0mのタワーとなる。これは、ノートル・ダ

ム大聖堂の中腹、地上から6 6mのところにあ

る平屋根（現在の大聖堂は、1 3 6 5年ごろにこ

こまでつくられた。そのあと尖塔の建設が開

始され、1 4 3 9年、Jan Hultzがこれを完成した。）

とほぼ同じ高さである。大聖堂はストラスブ

ールに近いヴォージュ山脈から切り出した赤

色砂岩を使って建設されたが、IPE �のうち、

事務棟外壁の一部（大聖堂に面した部分）に

も、これに似た赤色の人造岩が使用されてい

るという。

４．1 9 9 5年７月、私がストラスブールに着任

したとき、ヴァッケン地区ですでにIPE �の

建設がはじまっていた。現場には1 0本を越え

るクレーンが天に沖して林立し（うち１本は

1 0 8mの高さがあるという。）、3 0 0人もの労働

者が忙しげに働いていた。本会議場の方が早

く建設に着手したため、すでに地下の部分の

基礎工事は終わり、建物の地上部分の建築が

はじめられていた。1 1月に入ると、ドーム型

の巨大な屋根を作るため、トラスの組み立て

作業がスタートした。事務棟については、私

が着任したときは、まだ地下部分の工事を進

めている段階であった。その後、地上部分の

建設に取り掛かった。

私は、IPE �の工事現場からほど遠からぬ

ところに住んでいたこともあって、本会議場

及び事務棟の建設工事が進むのをときどき見

に行った。D N Aも、IPE �の建設の進捗状況

を、かなり頻繁に写真入りで報道した。

本会議場は骨組みが完成すると、次に外壁

部分がカーテン・ウォールで鎧
よろ

われ、イル川

の水面に輝くような姿を映すようになった。

事務棟も次第にその形を整えて行くのが、素

人目にもよくわかった。

1 9 9 6年８月３日付D N Aによると、IPE �及

び�の間に、イル川の水面から６mの高さに、

幅4.5m、長さ8 0mの歩廊（galerie aér i e n n e）

の建設が開始された。また、イル川の河床の

下に直径3.7m、長さ9 3mのサービス用トンネ

ルを設置することとなり、アルザス地方の北

東端に近いL a u t e r b o u r g（ライン川はこの街ま

でフランス・ドイツ国境を形成しつつ南から

北へと流れ、ここからはドイツ領内を北上す

ることとなる。）にあるS o c iété E i f f e lがこのト

ンネルを製作（重量約3 0 0トン、費用7 0 0万フ

ラ ン に 近 か っ た と い う 。）、 1 1 月３日、

L a u t e r b o u r gを離れ、ライン川及びCanal de la
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M a r n e - a u - R h i nを利用してIPE 4の建築現場ま

で曳航され、４日に到着した。トンネルは６

日、イル川の川底に据付けられたが、私はそ

の日の昼休み、トンネルが少しずつ水中に沈

められて行くのをしばらく見物していた。

しかし、私が1 9 9 7年６月、ストラスブール

を離任したとき、IPE �は未完成の状態にあ

った。同年1 1月、ストラスブールを訪れたと

きは外部がほぼ完成し、内装工事が進められ

ていた。

1 9 9 8年９月2 2日付D N Aによると、ストラ

スブール市のRoland Ries市長は2 1日、市議会

に対し、IPE �の工事は９月2 5日に終り、1 0

月3 1日、市に引渡されると報告した。同市長

によると、工事終了後も手直し作業が行なわ

れ、IPE �における E P の最初の本会議は、

1 9 9 9年２月または３月に開催される予定とい

う。私の考えであるが、その際、IPE �に何

か名称が付されるのではないか。

ともあれ、1 9 5 2年９月にE C S Cの共同総会

が発足して、ほとんどいつもC E の大会議場

を借用し、また、事務室用のスペースについ

てもPalais de l’E u r o p eのかなりの部分を使っ

ていたE Pも、IPE �の竣工後、ようやく自前

の施設を持つことになる。そして、その結果、

Palais de l’E u r o p eで狭隘をかこっていたC Eの

事務局も、ようやく一息つくことになるとい

う。

ノートル・ダム大聖堂やプチット・フラン

スのある狭い市心部をはさむイル川の本流及

び支流は１本となって北東に向かって流れ、

ヴァッケン地区でCanal de la Marne-au-Rhinと

交叉する。ここにBassin de l’I l lという広い水

面がつくられ、いつも水鳥が遊弋している。

B a s s i nに沿ってC E及びE P関係の建物が立ち

並んでいるが、1 9 9 8年末のIPE �の完成後は、

ここに「ヨーロッパ・ゾーン」とでもいうべ

き一大エリアが出現することになろう。

ノートル・ダム大聖堂とIPE �とは２キロ

余離れているが、将来、IPE �は大聖堂と並

んで、ストラスブールで最も人目を惹く建造

物となることが考えられる。

５．ストラスブールで1 9 7 9年以降、IPE �-�

の建設が次々と進められたのは（それまで、

自前の建物としては、E PはBâtiment C及び

Bâtiment PをC Eの敷地内にもつに過ぎなかっ

た。）、基本的にはE C（のちのE U）の加盟国

が増え、それに伴なって E Pの議員及び事務

局の職員が増加したためである。しかし、ブ

リュッセル、ストラスブール及びルクセンブ

ルグの３都市、とくに前二者の間で展開され

てきたE P 本会議場の熾烈な誘致合戦がその

背景にあることも忘れてはならないであろ

う。ストラスブールで E P関係の建物が建設

されるようになったのは、 Pierre Pflimlin

（1 9 5 9－8 3年）、Marcel Rudloff（1 9 8 3－8 9年）

及びCatherine Trautmann（1 9 8 9－9 7年）の３

人の市長、とくにP f l i m l i n市長の、E Pの本会

議を将来も引き続いてストラスブールで開催

するようにしたいという強い意志が反映した

ものといわねばならない。P f l i m l i nは、1 9 5 7年

３月2 5日、ローマ条約が調印された当時はス

トラスブールの一市議であったが、前掲の著

書で、自分はこのとき市議会に対し、ヨーロ

ッパのあらゆる機関（toutes les institutions

e u r o pée n n e s）をストラスブールに集中するよ

う、フランスを含む関係諸国政府に要請する

ことを求める決議案を提出し、この案は満場

一致で採択された、と述べている（p. 3 0 0）。

P f l i m l i n元首相は1 9 0 7年２月、ノール県リ

ール市北東のR o u b a i xで生まれたが、P f l i m l i n

家はもともとアルザス地方の出身で、同地方

がドイツ帝国に併合されたためR o u b a i xに移

ったとのことである。P f l i m l i n元首相が、ある

夕食会の席で、着任間もない私に対し、「ス

トラスブールを単に E P の本会議開催地とす

るだけでなく、『ヨーロッパの首府』に育て

ることが若いときからの自分の夢であった。

自分は年老いたが、この夢は捨てていない、
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まだまだ頑張るつもりだ。」と情熱をこめて

語っていたことは到底忘れられない。その翌

日、彼は著書Mémoire d’un Europée nを、サイ

ン入りで私に送ってくれた。

－－新しく国際機関が誕生するとき、事務

局等その主要機関をどこに設置するかにつ

き、加盟国の間で「綱引き」が行なわれるこ

とがある。これが“bataille du sièg e”である

が、E C S Cが1 9 5 2年７月2 3日、すなわちC E

より約３年遅れて発足することになったと

き、最高機関、特別閣僚理事会、司法裁判所

及び共同総会をどこに置くかにつき、６ヵ国

は様々な駆け引きを行なった。候補地として、

ストラスブール、ザールブリュッケン、ハー

グ、リエージュ、ルクセンブルグ等が挙げら

れ、フランス政府は、Antoine Pinay首相をは

じめとして、これらの機関をストラスブール

に置くことを主張した。当時C E 議員会議議

長であったF r a nçois de Menthon（フランス人）

も、E C S CをC Eと同一の場所に置くのでなけ

れば、E C S C６ヵ国は、C Eのメンバーである

他のヨーロッパ諸国（当時のC Eは計1 4ヵ国

で構成されていたが、E C S C６ヵ国は、すで

に全部これに含まれていた。）に対し、彼等

との協力に不熱心であるという印象を与える

であろうと述べ、ストラスブールを支持した。

イタリアのAleide de Gasperi外相等も同意見

であったという。しかし、1 9 5 2年７月2 3日の

外相会議では、フランスのRobert Schuman外

相は、ザール地方の首府ザールブリュッケン

を候補地として推した。第２次大戦後、地下

資源（とくに石炭）に富むこの地方はフラン

スの占領下に置かれ、フランスは同地の保護

領化（「ヨーロッパ化」と称していた。）を進

めていたが、これは当然ドイツ国民の反発を

招いていた。S c h u m a n外相は、その対策とし

て、E C S C諸機関をザールブリュッケンに置

くことを主張したのである。結局、６ヵ国外

相は、共同総会設立のため（pour la mise en

place de l’A s s e m b lée）にはストラスブールを

選択し、その事務局並びに最高機関及び裁判

所は、仮に（p r o v i s o i r e m e n t）、ルクセンブル

グに置くこととした（５）。

ストラスブールで共同総会が最初の会議を

開いたのは、1 9 5 2年９月1 0日のことであった。

共同総会は、ブリュッセル及びローマで１回

ずつ開かれたほかは、その後も全部ストラス

ブールで開催された。

三つの共同体に共通の機関として E Pが発

足したとき、本会議（６）をはじめとする諸会

合をどこで開催するかが問題となったが、

1 9 5 8年１月６日及び７日、パリに集まった６

ヵ国外相の合意は、E Pはストラスブールで会

合する（L’A s s e m b lée se réunira à S t ras b o u r g .）

ということであった。この合意は「仮の合意」

（modus vivendi provisoire）であったが、それ

が成立した背景には、�ストラスブールに

C Eがあり、これまで通りC E議員会議の施設

を借りることができたこと、及び�E Pは諮

問機関であって、ほとんど権限を与えられて

いなかった（したがって、閣僚理事会・委員

会と同じ場所で開催すべき必然的な理由がな

かった。）ことの二つがあったと思われる。

しかし、E P議員（少なくともその一部）か

ら見れば、E C S C司法裁判所（1 9 5 8年１月以

降、３共同体に共通の欧州司法裁判所となっ

た。）のいくつかの判例（ Affaire Kergall,

Affaire Bourgaux, Affaire Algera et al / Assemblée

C o m m u n e）により、共同総会（現在の E P）

は「自己組織権」を認められており、したが

って E P が事務局をどのように組織し、また

部分会期をどこで、そして年に何回召集する

かは、加盟国政府ではなく、E Pみずから決め

るべきことなのである（７）。しかし、E P が、

ほかのE U諸機関、加盟国政府や、そこで本

会議等をしばしば開催してきた自治体の意向

にかかわりなく、あくまでも「自己組織権」

を主張できるか否かは大きな問題である。

E P のミニ会期が最初に開催されたのは
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1 9 6 7年７月1 9日であるが、これはルクセンブ

ルグにおいてであった。以来、ミニ会期は大

体において同地で開かれるようになった。

フランス外相は、1 9 7 1年２月４日付E P 議

長あて書簡で、部分会期がストラスブール以

外の土地で頻繁に開かれることにつき懸念を

表明していたが、のち E Pが、ルクセンブル

グではじめて５日間の部分会期を1 9 7 3年中に

開くことを決定したため、同年１月2 6日、フ

ランス外相は E P 議長に書簡を送付、再び強

い懸念を表明した。しかし、それ以降、E Pは

毎年、部分会期の何回かをルクセンブルグで

開くようになり、とくに1 9 7 6年から7 8年の期

間には、ストラスブール及びルクセンブルグ

でそれぞれ年に６回ずつ開催された。たしか

にルクセンブルグには E P の事務局が置かれ

ており、ここで本会議を開くことは便利であ

ったに違いない。その上、1 9 6 0年、首府近郊

の新開地P lâteau du Kirchbergにタワー・ビル

（Bâtiment Tour）の建設が開始され、1 9 6 6年

に完成したが、ここには6 7 0議席の大会議場

がつくられた。（のち、このビルとは道路を

隔てた正面にローベル・シューマン・ビル

（Bâtiment Robert Schuman）が建設され、ここ

に E P 事務局が入ったことは後述する通りで

ある。）

第１回直接選挙の実施後、E Pはしばらくの

間、毎月ストラスブールで部分会期を開いて

いたが、1 9 8 0年６月から翌1 9 8 1年２月の期間

に、これを４回ルクセンブルグで開催した。

1 9 8 0年1 1月2 0日、E Pは“On the seat of the

European Parliament”と題する決議を採択、

加盟国政府に対し、1 9 8 1年６月1 5日までに

E Pの開催場所を決定するように求め、さもな

ければ、“it [the EP] would have no option but to

take the necessary steps to improve its working

c o n d i t i o n s .”と述べた。しかし、加盟国政府

は決定を下さず、 1 9 8 1年７月７日、 E P は

“On the seat of the institutions of the European

Community and in particular of the European

P a r l i a m e n t”と題する決議をもって、E P の

“right to meet and work in the place of its

c h o i c e”－－すなわち「自己組織権」－－を主

張した。ルクセンブルグ政府は、同年８月７

日、この決議の無効を欧州司法裁判所に申し

立てたが（Case 2 3 0/8 1）、裁判所は1 9 8 3年２

月1 0日、これを却下した。

一方、Palais de l’E u r o p eの大会議場は4 7 4の

議席を有していたので、当時は E P の本会議

をここで開催することは十分に可能であっ

た。しかし、E Pは、将来さらに加盟国が増え、

また議員が増加することを考慮し、 C E が

P a l a i sの大会議場の議席を増やすことを希望

した。1 9 8 2年夏、Henry Bernard（既出のフラ

ンス人建築家）は技術的な検討の結果、これ

が可能であるとの結論に達した。

興味あることに、C E議員会議のJ o sé M a ría

de Areilza議長はP a l a i sの大会議場の改築には

不熱心であったといわれる。当時C E は加盟

国が2 1、議員会議の定数は1 5 5名であったた

め、同議長は議席を増やす必要性を特に認め

なかったのであろう。しかし、1 9 8 4年1 0月2 4

日付D N A によると、結局C E側は E P の希望

に応じることになった。

改築工事は1 9 8 5年６月のE Pの本会議が終

了した直後にスタートし、Palais de l’E u r o p eの

大会議場は各議席の幅を約2 0c m狭めること

で議席数を4 7 4から5 6 3に増やし、また通訳の

ためのブースも増設した。なお、工事のため、

７月の本会議は久々にルクセンブルグで開催

されている。

1 9 9 2年1 2月1 1－1 2日、エディンバラで開

催された欧州理事会（E U首脳会議）は、E P

が毎月の部分会期をストラスブールで開くこ

とを取り極めた。すなわち、加盟国首脳は1 2

月1 2日付で決議9 2／C3 1 1／0 1を採択し、そ

の第１条で、E P は毎月行なわれる部分会期

（予算を審議する会期を含む。）を1 2回ストラ

スブールで開催する、それ以外の追加的な部

分会期（８）及び各種委員会はブリュッセルで
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開催する、事務局は引き続きルクセンブルグ

にとどまる、と定めたのである。

1 9 9 2年1 2月1 5日付ル・モンド紙は、E Pの

本会議をどこで開催するかにつき、欧州理事

会が何回か決定を引き延ばし、ストラスブー

ル市はそのたびに待たされていたので、今回

の決定は「すばらしい驚き」（une divine

s u r p r i s e）であった、T r a u t m a n n市長は、エデ

ィンバラにおける合意はこの数年間続いた争

いに決着をつけた、と述べている、しかし、

ベルギーのWilfried Martens（1 9 7 9年４月から

1 9 8 1年４月まで及び1 9 8 1年1 2月から1 9 9 2年

３月まで、同国の首相であった。）等はE P本

会議をブリュッセルで開催すべく奮闘してき

たが、今後も彼等が争いをやめることはない

であろう、と書いた。

実際に、E Pは、1 9 8 5年1 0月2 4日に決議を

採択し、ブリュッセルのRue Belliardにある

E Pの会議場には1 8 7議席しかなく、設備も不

十分であるとして、同会議場のなるべく近く

に議席6 0 0以上の会議場等を含む建物を建設

することを決定した。これに対し、フランス

政府は、欧州司法裁判所に対し、２回にわた

りこの決議の無効を申立てた（Cases 3 5 8/8 5,

5 1/8 6）。しかし、1 9 8 8年９月2 2日、裁判所は

この申立てを却下した。かくて、ブリュッセ

ルのレオポルド公園の一部に３棟の建物が建

設され、E Uはこれを賃借することになった。

これらの建物のうち、D1及びD2の２棟はL e

Caprice des Dieuxと総称されるが、そのうち、

D1は1 9 8 7年に起工、1 9 9 2年に完成し、また

D2は1 9 9 2年１月に着工、1 9 9 5年９月に落成

した。三つ目の棟（D3）は議員執務室を収め

る建物であるが、1 9 9 2年４月から建設に着手

し、1 9 9 7年４月に完成を見た。D1には、7 5 0

の議席をもつ大会議場がある。

D1－D3の建設が決定するや、５日間の部

分会期のうちいくつかをブリュッセルで開こ

うという運動が本格化した。これに対し、

1 9 9 0年２月、ストラスブールのT r a u t m a n n市

長は、ミッテラン大統領（いずれも社会党）

の支持を背景に、「親ブリュッセル派」に対

抗するためには、「攻撃的で、断固とした、

かつ秩序ある戦略」（s t r a tégie offensive,

dét r m i née et coordonnée）が必要であるとして、

前述の如く、市議会に対し、同市に新しく

IPE �を建設することを提案し、承認を得た。

そして、今やこの提案が、ヴァッケン地区で

具体的な形をとるに至ったのである。

６．すでに述べたように、1 9 9 2年末の欧州理

事会は、E Pが毎月の部分会期をストラスブー

ルで、またそれ以外の部分会期をブリュッセ

ルでそれぞれ開催することを定めたのである

が、現実には、E Pは最近まで８月の部分会期

を開かず、1 0月に２回開催し、これによって

部分会期の開催回数を1 2回としていた。

しかし、1 9 9 5年９月2 0日、E Pは1 9 9 6年の

本会議開催プログラムにおいて、ストラスブ

ールにおける部分会期の開催回数を1 1回とし

（1 0月に２回開催することをやめる。）、その

一方でブリュッセルにおけるミニ会期を４回

増やす（それまで年４回、３日間ずつであっ

たのを２日間ずつ８回とする。）ことを議決

した。フランス政府はこの議決を不服とし、

1 1月７日、欧州司法裁判所に提訴した。

すでに述べたように、E Pは「自己組織権」

を認められており、この権利を楯に、みずか

ら本会議等の開催場所及び時期を決定しよう

とする。したがって、E Pは加盟国政府の決定

に必ずしもそのまま服さず、またブリュッセ

ル市やストラスブール市が大会議場等の施設

をつくったからといって、必ずしもそこで会

合するとは限らない。

さらに、1 9 9 6年７月1 7日、E P は、1 9 9 7年

も前年同様、ストラスブールでの部分会期は

1 2回ではなく1 1回とすることを議決した。こ

の際、欧州人民党グループの E d w a r d

M c M i l l a n - S c o t t（ イ ギ リ ス ） は 、“ If the

Parliament cannot schedule its sessions, where is
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it sovereign?”と述べたが、これは、E Pの部

分会期をどこで何回開催するかは E P自身が

決めることであるという一部の欧州議員の考

えを代弁しているといえる。E P は、1 9 9 8年

もストラスブールで1 1回の部分会期を開催し

たが、1 9 9 9年も同じ開催数を予定している。

いずれにせよ、E Pの諸会合をどこで開催す

るかの問題は、E U 内部に感情的対立を生み

出し、場合によってはE U の活動そのものに

悪影響を及ぼす可能性を秘めている。

７．ここで、E Pの事務局について一言した

い。

E C S C共同総会が組織されたとき、事務局

はルクセンブルグ市内のRue Beaumont 1 9 a番

地に置かれた。しかし、1 9 7 0年から同市に近

いP lâteau du Kirchbergでロベール・シューマ

ン・ビルが竣工すると、事務局はここに移っ

た。

私は、1 9 9 5年1 0月1 7日、ロベール・シュ

ーマン・ビルにE PのEnrico Vinci事務局長を

表敬訪問した。そのあと、スタッフの１人に

このビルの内部をあちこち案内して頂いた。

現在では、事務局の分室（A n t e n n e s）がブ

リュッセル及びストラスブールに一つずつ置

かれている。事務局の職員数は現在約3,5 3 0名

であるが（その約３分の１が通訳者で占めら

れているという。）、そのうち約2,5 0 0名がルク

センブルグにおり、約1,0 0 0人がブリュッセル

に、そして約3 0名がストラスブールにいると

いう体制である。E Pがストラスブールで本会

議を開くとき、ルクセンブルグ及びブリュッ

セルから、通訳者を主体として、多数の事務

局職員が出張してくる。

前述のように、彼等はIPE �に執務室を与

えられているが、手狭になったため、書類を

入れたロッカー（全部同一のサイズで、口の

悪い人達は「軍用行李」と称している。）は

廊下に置かれる。廊下はもともと迷路のよう

で、本会議の開催中は、これが多数のロッカ

ーで一層歩きにくくなる。

８．前述のように、IPE �は1 9 9 8年1 0月に完

成、ストラスブール市に引渡されたが、同市

との親善関係を深めている東京都練馬区は、

私のストラスブール着任直後の1 9 9 5年９月、

同市に日本の桜を寄贈することとなり、私は

これを新しいE P本会議場のBassin de l’I l l沿い

に植えることを練馬区の岩波三郎区長及びス

トラスブール市のT r a u t m a n n市長に提案した。

幸い、T r a u t m a n n市長は、1 9 9 6年９月1 6日付

の岩波区長あて書簡でこの考えに賛意を表明

し、E PのKlaus Hän s c h議長も、同年1 1月６

日付T r a u t m a n n市長あて書簡で植樹場所につ

いて提案通り賛成すると共に、ストラスブー

ル市、S E R S及びE P事務局が植樹に伴なう技

術面の検討を行なうよう求めた。

桜の贈呈式は1 9 9 7年1 1月2 0日に行なわれ、

日本からは当然、岩波区長等練馬区の関係者

多数が出席したが、日本・E U友好議員連盟

の羽田孜
つとむ

会長も日本から馳けつけて来られ

た。すでに帰国していた私も、招かれて贈呈

式に参列することができた。 E P 議長は

Hän s c hからJ o sé M a ría Gil-Robles Gil-Delgado

に、またストラスブール市長はT r a u t m a n nか

らRoland Riesに交替していたが、新議長・新

市長を含め、E P・ストラスブール市関係者、

外交団・領事団のメンバー、土地の小学生等

も贈呈式に姿を見せた。

第３図はストラスブール市が作成した植栽

計画図で、Aがアーコレード（Prunus Accolade）、

Bがシダレザクラ（Prunus Serrulata、品種名

K i k u - s h i d a r e - z a k u r a）、C がオオヤマザクラ

（Prunus Sargenti）、そしてDがソメイヨシノ

（Prunus Yedoensis）である。実際に、この計画

図通りに植栽が行なわれた。植えられた苗木

は計6 2本で、内訳はアーコレード９本、シダ

レザクラ３本、オオヤマザクラ2 3本、そして

ソメイヨシノ2 7本、いずれも幹回り約1 8セ

ンチ、高さ３－3.5メートルであった。
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第３図　IPE �の周囲の桜の植栽図



－－6 2本の桜の苗木－－今後、その本数をふ

やして行く可能性があるという。－－が順調

に育てば、これから毎年春には、E Pの本会議

場の建物が、Bassin de l’I l lの水面に、満開の

花と一緒にその美しい姿を映すことになろ

う。

�．E Pの歴史

１．私が E Pの本会議をしばしば傍聴したの

は、1 9 6 0年をはさむ２年あまりの期間のこと

であるが、当時の議員定数は1 4 2名であった。

この期間、議長はまず前出のS c h u m a n（1 9 5 8

年３月1 9日より）、つづいてこれもすでにふ

れたF u r l e rであった。（1 9 6 0年３月2 8日就任。

なお、彼は1 9 5 6年1 1月2 7日より、E C S C共同

総会の最後の議長をつとめた人物である。）

当時、欧州３共同体は原加盟の６ヵ国で構成

されていたが、E Uが1 5ヵ国を擁することに

なった現在では、欧州議員の数は計6 2 6名に

達している。議長は、1 9 9 7年１月1 4日以来、

J o sé M a ría Gil-Robles Gil-Delgado（前出）であ

る。F u r l e r及びG i l - R o b l e s両議長の間には、実

に1 6名の議長がはさまっている（９）。

２．E Pの前身は、E C S C条約第2 0条が規定し

ている共同総会（A s s e m b lée Commune）であ

る。当初は議員数わずか7 8名で、加盟国６ヵ

国の議会メンバーの間から選出されていた。

第１回本会議の開催は1 9 5 2年９月1 0日、それ

はストラスブールですでに機能していた

Maison de l’E u r o p eにおいてであり、初代議長

はPaul-Henri Spaakであった。

E C S C最高機関のJean Monnet議長は、この

第１回本会議で演説し、「それ（共同総会）

は、決定権を付与された最初のヨーロッパ議

会である。」（“C’est la première Assemblée

e u r o péenne qui soit investie d’un pouvoir de

déc i s i o n .”）と述べた。しかし、実際には、

E C S Cの共同総会は諮問機関以上のものでは

なく、最高機関に対し見解（ a v i s）を述べ、

また閣僚理事会及び最高機関に対し口頭また

は文書で質問することが出来るだけであっ

た。E C S Cの共同総会は、これより早く発足

した西欧同盟（ W E U）の総会（A s s e m b lée

Génér a l e）、ベネルックスの議会間諮問理事会

（Conseil Interparlementaire Consultaif、いわゆ

る Parlement Benelux）、 C E の 議 員 会 議

（A s s e m b lée Parlementaire）、また、E C S Cと同

じころつくられた北欧理事会の議員会議

（A s s e m b lée Parlementaire）に比較すれば、あ

るいは定員数や権限等でまさる面はあったか

も知れないが、いわゆる立法機能はもたなか

ったのである。

それにしても、共同総会が第１回の本会議

に際して、今後は議席を国籍別でなく、政治

信条に基づいて配分することを決めた事実

は、歴史的に大きな意義を有すると思う。議

員たちは、この決定に基づいて、翌1 9 5 3年は

じめごろまでに、三つの会派（ P o l i t i c a l

G r o u p s）－－Dém o c r a t e s - C h rétiens, Socialistes

及びL i bér a u x－－を結成した（1 0）。

1 9 5 7年３月2 5日、ローマでE E C及びユー

ラトムを設立する二つの条約が調印された

が、それは、いずれの共同体についても議会

（A s s e m b lée）を設置することをうたっていた

（いずれも第４条第１項）。しかし、これら条

約に署名した６ヵ国は、同時に C o n v e n t i o n

relative à certaines institutions communes aux

C o m m u n a u tés Europée n n e sを締結、これによ

り３共同体の議会（E C S Cについては共同総

会）を共通なものとすることとした（第１条、

第２条）。

３共同体の議会は、 1 9 5 8 年３月 2 1 日、

Maison de l’E u r o p eで第１回本会議を開催した

が、この際、議会の名称をフランス語では

A s s e m b lée Parlementaire Europée n n eとするこ

とを決議し、さらに、1 9 6 2年３月3 0日、フラ

ンス語による議会の名称を P a r l e m e n t

E u r o pée nに改めることを決議した。いずれの
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場合も、イタリア語でも同様の表現を用いる

ことになった。しかし、ドイツ語及びオラン

ダ語では、1 9 5 8年以来、議会の名称はそれぞ

れ E u r o päisches Parlament 及び E u r o p e e s

P a r l e m e n tとなっていた。S E A（1 9 8 7年７月発

効）により、Parlement Europée n（E u r o p e a n

P a r l i a m e n t）の呼称がはじめて正式なものに

なった。

３共同体の議会は、当初は1 4 2名の議員に

より構成されていたが、国籍別にはフランス、

西ドイツ及びイタリアがそれぞれ3 6名、オラ

ンダ及びベルギーがそれぞれ1 4名、そしてル

クセンブルグが６名であった。

－－私がブリュッセルからストラスブール

に出掛け、Maison de l’E u r o p eで本会議をとき

どき傍聴したのは、このような構成をもつE P

であった。当時のE Pは、E C S C共同総会のこ

ろに比較すれば議員数がふえ、またみずから

「議会」を称していたものの、それは依然と

して諮問機関にすぎず、３共同体それぞれの

委員会（E C S Cについては最高機関）に対し

見解を述べ、また閣僚理事会及び委員会に対

し質問する以上の権限はなかった。私は、議

場の内外で、十分な権限を与えられていない

ことについて議員たちが不満を漏らすのを何

回も耳にした。

しかし、1 4 2名の議員が国籍の壁を乗り越

え、三つの会派に分かれて着席している姿を

目のあたりにするのは、やはり私に新鮮な印

象を与えた。その上、少人数であるためか、

議員は国籍や所属会派に関係なく、おたがい

に非常に親密なように見えた。また、彼等は

いくつかの委員会をつくり、ラポルトゥール

を通じてさまざまなテーマにつき報告を行な

っていたが、これらの報告は一般にきわめて

質が高く、非常に参考になるものが多かった。

本会議や委員会への出席率も高く、「ヨーロ

ッパの建設」に対する各国政治家の情熱が、

毎回ひしひしと感じられた。

３．私を非常に驚かせたのは、E P事務局の職

員、とくに同時通訳者及び速記者の質の高さ

であった。議員たちはフランス語、ドイツ語、

イタリア語またはオランダ語のいずれかで発

言する。どの言語を用いても、それは他の三

つの言語及び英語に同時通訳される。同時通

訳を本格的に導入したのは1 9 4 5年1 1月から

1 9 4 6年1 0月まで開かれたニュールンベルグ国

際法廷が最初であったというが、すでに1 9 5 0

年代後半ともなれば、同時通訳は別に目新し

い職業ではなかった。（ブリュッセルでも、

もちろん共同体関係の諸会合で同時通訳が実

施されていた。私が同地で知り合った共同体

の通訳者・翻訳者のなかには、男女を問わず、

共同体の四つの公用語全部と英語とができる

という猛者が何人もいた。）

しかし、ステノタイピストに遭遇したのは、

私にとってはストラスブールがはじめてであ

った。彼女たちは特殊タイプライターを前に

座り、イヤフォンから流れてくる議員たちの

発言を英語またはフランス語で聞きながら、

ステンシルと呼ばれる謄写用の原紙に直接タ

イプして行くのである。それは、まるで見え

ない敵に機銃掃射を浴びせているようであっ

た。ページを打ち終わると、係員が来てタイ

プライターからさっと原紙を抜き取り（その

ときは、隣のステノタイピストがすでにつづ

きの部分のタイプを開始している。）、チェッ

クを受けたあと謄写室へもって行く。ここで

各ページにつき何十枚か百何十枚かのコピー

が作成され、別室に運ばれ、テーブルに並べ

られる。議事録ではなく、いわば速記録であ

ったが、速記記号が使われている訳ではない。

そのまま読むのに十分耐える文章になってい

るのである。議員の発言が終わって1 0分もす

ればインクの香りがする速記録（綴じられて

いないが）ができているのがあるから、大し

たものだと感心させられた。この速記録は

英・仏語版しかなかったが（各国語による正

式な議事録はかなりあとに活字になり、入手
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可能となった。）、傍聴者には大変に有難かっ

た。

第４図を見て頂きたい（1 1）。これはM a i s o n

de l’E u r o p eの１階部分であるが、Avenue de

l’E u r o p eに面する入口ホール3 0から入り、会

議場8 2に進む。傍聴席は２階にあり、9 4また

は9 5の階段をのぼるのであるが、ここからは

会議場がよく見渡すことができた。8 9が通訳

者のブースで、ステノタイピストは4 4（英語）

及び4 7（フランス語）にいた。彼女たちが打

ち終わったステンシル用紙は4 2（英語）及び

4 9（フランス語）に運ばれてチェックされ、

5 6－6 2でコピーを作成し、5 3－5 5で希望者

に配布する。私はときどき傍聴席から5 3のあ

たりへ速記録を貰いに行ったが、速記者のプ

ールへ顔を出すことも、当時はまったく自由

であった。現在、C Eの大会議場及びIPE �-

�の建物に入るときは、かなりきびしいセキ

ュリティ・チェックがある。とくに E Pの本

会議開催中はそうである。

－－電子式コピー機やパソコン等、今日で

は日常的に使用されている事務機器が開発さ

れ、またテロ等が頻発する以前の「古きよき

時代」のことである。
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４．その後、E Pの議員はさらに増えていった。

前述のように、私がベルギーに在勤していた

ときは定数が1 4 2名であったが、E Cの第１次

拡大後、議員は1 9 8名となった。（イギリスか

ら3 6名、アイルランド及びデンマークから各

1 0名が加わった。）第１回直接選挙の実施に

伴い、1 9 7 9年６月1 7日から1 9 8 0年1 2月3 1日

までの期間、議員の定数は 4 1 0名となった

（フランス、イタリア、西ドイツ、イギリス

各8 1名、オランダ2 5名、ベルギー2 4名、デ

ンマーク1 6名、アイルランド1 5名、ルクセ

ンブルグ６名）。ここに、欧州議員はその数

を一挙に２倍以上に増やしたのである。

1 9 8 1年初頭ギリシャがE Cに加盟、このと

きから1 9 8 5年末までの５年間、E Pは4 3 4名の

議員を数えることになった。1 9 8 6年に入って

スペイン及びポルトガルが加盟し、議員の数

は5 1 8名となり、更に1 9 9 0年1 0月、東西ドイ

ツの合併により、ドイツはそれまでの8 1名の

議員に加え、旧東ドイツ領域から1 8名がオブ

ザーバーとしてE Pに加わることになった。

1 9 9 2年1 2月1 1－1 2日に開催された欧州理

事会（前述）は、欧州議員としてドイツ9 9名、

フランス、イタリア、イギリス各8 7名、スペ

イン6 4名、オランダ3 1名、ベルギー、ギリ

シャ、ポルトガル各2 5名、デンマーク1 6名、

アイルランド 1 5名そしてルクセンブルグ６

名、計5 6 7名とすることを決定した。

1 9 9 5年１月、オーストリア等３ヵ国が加盟

し、欧州議員の総数は6 2 6名に達した（スウ

ェーデン2 2名、オーストリア2 1名、フィン

ランド1 6名）。

欧州議員の数が増えて行った一つの理由と

して、一般的にいって、当初は加盟国中、大

国が小国に比してu n d e r - r e p r e s e n t e dとなって

いたため、大国の定数をふやすことでこれを

是正しようとした点を挙げるべきであろう。

例えば、1 9 7 3年から1 9 7 8年まで、自身が欧州

議員であったAlain Terrenoireの計算では、議

員数が1 9 8名であったころ、西ドイツについ

ては１名の議員が1 7 0万人の代表をしていた

が、ルクセンブルグの議員は１名で６万6,0 0 0

人の代表をしていた。議員数が4 1 0名となっ

たときも、ルクセンブルグは依然として６万

6,0 0 0人について議員１名であったが、西ドイ

ツはまだ 7 6万人について議員１名であった

（Le Parlement Européen: Cet Inconnu(Paris: Le

Cherche Midi Editeur, 1 9 9 4), p. 2 7, p. 3 1）。

1 9 9 7年1 2月1 2日、ルクセンブルグで開催

された欧州理事会は、新規加盟を希望するヨ

ーロッパ諸国の取扱いについて、�ポーラン

ド、チェッコ共和国、ハンガリー、スロヴェ

ニア、エストニア及びサイプラスの６ヵ国と

の政府間交渉を1 9 9 8年春に開始する、�ラト

ヴィア、リトアニア、ルーマニア、ブルガリ

ア及びスロヴァキアの５ヵ国は閣僚級の予備

折衝を進め、国ごとに準備が整ったと判断さ

れた段階で正式交渉に入る、そして、�トル

コ及びE U間の関係をどう定めるかは将来の

課題とする、の３点について合意を達成した。

ポーランド等６カ国との加盟交渉は1 9 9 8年３

月3 1日にスタートしたが、欧州議会の議員数

は、E Uの拡大に伴なって、今後ともふえつ

づけるものと思われる。

５．私がストラスブールに赴任した1 9 9 5年、

E Uの加盟国は1 5、E Pの議員定数は6 2 6名に

なっていた。E Uの公用語はいまや1 1を数え

る。

E Uを通ずるヨーロッパ統合が進むにつれ、

閣僚理事会、委員会及び E P の三つの機関の

間の権力配分は少しずつ変化している。周知

の如く、E Pの権限は S E A によって導入され

た協力手続（co-operation procedure）により

強化され、理事会の決定に対して一定の影響

を与え得るようになった。さらに、マースト

リヒト条約により、 E P はとくに共同決定

（c o - d e c i s i o n）の過程で新しい権限を獲得し、

これに加えて、委員会を一体として任命する

ことができるようになった。

東京家政筑波女子大紀要３ 1999

－ 34 －



マーストリヒト条約の発効は1 9 9 3年1 1月１

日であったが、翌1 9 9 4年以降、E Uの意思決

定過程における E P の新しい役割を認識させ

る事例が次々とみられるようになった（1 2）。

前述したように、1 9 9 7年1 0月２日、アムス

テルダム条約が調印されたが、機構改革に関

しては、共同決定手続の適用範囲の拡大や簡

素化など、E Pは一層大きな権限を獲得した（1 3）。

�.６でふれたE Pの部分会期の回数・開催場

所については、付属議定書により、現状が固

定されることとなった。

現在、議員数の増加に伴って E Pの会派は

七つとなったが（いずれのグループにも属さ

ない議員もいる。）、これは1 5のE U加盟国に

ある1 0 0以上の政党をまとめたものという（1 4）。

欧州議員で構成される常設委員会は計2 0を

数えるが、これは昔にくらべて非常に増えた

とは思わない。その一方で、欧州議員は域外

諸国及び地域を対象に計2 7の対外交流議員団

及び議会間合同委員会を結成しているが、E P

がかくも広範囲に対外活動を展開するに至る

ことは、三十数年前には誰しも予想し得なか

ったであろう。（もっとも、 1 9 5 3年から、

E C S C共同総会は列国議会同盟（I P U）の諸議

会にオブザーバーとして出席するようになっ

た。現在、E Pが同じ資格でI P Uの会議に参加

している。）

E Pは1 9 7 2年７月３日、「E C と米国との議

会関係に関する決議」を採択し、同年、米国

議会のミッションがはじめてブリュッセル及

びルクセンブルグの E P を訪問した。以来、

二つの議会は年２回、米国またはヨーロッパ

で会合を開くようになった。これが E P の歴

史上、域外第三国の議会との最初の公式な交

流とされる。のち、 E P の議員有志は、

Delegation for Relations with the United States of

A m e r i c aを組織した。

日本については、1 9 7 7年３月、欧州議員の

一部がDelegation for Relations with Japanを結

成したが（初代団長はイギリスの Sir Fred

W a r n e r 議員、現在は７代目でフランスの

Alain Pompidou議員、1 9 9 7年１月2 9日就任）、

わが国では、翌1 9 7 8年1 0月、国会議員の有志

が日本・E C友好議員連盟を組織した。（のち、

日本・E U友好議員連盟。初代会長は倉成正

元外相、1 9 9 4年３月、当時の羽田孜外相が２

代目会長となり、現在に至っている。）また、

1 9 7 8年７月４－５日、ルクセンブルグで日

本・ E C 議員会議がはじめて開催されたが、

この会議（のち日本・E U会議）は、その後

も年１回ずつ、交互に東京及びブリュッセル、

ストラスブールまたはルクセンブルグのいず

れかで開かれている。

E P はその議員数をふやしたばかりではな

く、前述のように、1 9 7 9年６月からは直接選

挙で議員が選出されることになり（ただし、

現在のところ選挙方法は統一されておらず、

各国の裁量にゆだねられている。）、さらにマ

ーストリヒト条約で「E U 市民権」の概念が

導入され、1 9 9 4年６月に行なわれた第４回選

挙からは、E U 加盟国の国民で本国以外の加

盟国に居住している者も、居住国において、

その国の国民と同じ条件で選挙権・被選挙権

を認められることになった。同年年初に E P

が調査したところでは、このような「E U 市

民」は、E U加盟国全体（当時は1 2ヵ国）で

約5 2 0万人を数えたという。

－Palais de l’E u r o p eの正面には、いつもC E

加盟4 0ヵ国の国旗及びC E の旗（群青色の地

に、1 2の金色の星が円を描くように配置され

ている。）が掲揚されているが、E Pの会期中

は、その脇に、E Uに加盟する1 5ヵ国の国旗

及びE Uの旗（後述するように、C Eの旗と共

通である。）が掲げられる。E Pが本会議を開

催している期間は、Palais de l’E u r o p eも I P E

�-�の建物も、いつも人であふれる。今後は、

IPE �についてもそうなるであろう。もちろ

ん議員や彼等の秘書、E P事務局職員もいるが、
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いまではプレス関係者や見学者が非常に増

え、さらに E P が一定の範囲内で権限をもつ

ようになった事実を反映してか、P a l a i s の廊

下やコーヒー・ショップ等でロビイストと思

われる人々をよく見掛ける。 1 9 6 0年前後の

Maison de l’E u r o p eの会議場内外では、まった

く想像もできなかった光景である。

私は、E Pがいまや少しずつ「国際立法府」

としての体裁をととのえつつあることを痛感

せざるを得ない。E Pの権限はまだまだ限られ

ており、その将来像も明確にされている訳で

はなく、また、直接選挙に対する有権者の関

心も低い。（1 9 9 4年６月の第４回選挙では、

E U全体の投票率は5 6.8％であった。）しかし、

三十数年前の状況を垣間見ている私として

は、E P が1 9 5 2年以降の長い歴史を刻み、そ

の間に議員数を増やし、また徐々に権限を獲

得してE U 及び加盟各国の政策形成に多少な

りとも影響を与えるに至り、さらに域外との

交流を強化して、それなりの存在感を抱かせ

るようになったと積極的に評価したいのであ

る。

それよりも、私としては、欧州議員の出身

国が1 5にまたがり、公用語が1 1になった結

果、彼等の一人一人、そして E P 全体がもつ

諸能力が十分に発揮出来なくなっているので

はないかとの懸念をもたざるを得ない。１人

議員が、例えばギリシャ語で発言すると、そ

れは直ちに他の1 0ヵ国語に訳される。（同時

通訳といっても、ギリシャ語等の場合、ふつ

うは英語、フランス語、ドイツ語といった主

要語を経由するせいか、いわゆるreal timeで

は通訳は行なわれていないようである。）し

かし、陳腐な表現で申し訳ないが、これでは

Palais de l’E u r o p eは現代の「バベルの塔」であ

り（今後IPE �も同じことになる。）、言語の

壁で議事進行に当然大きな障害が生まれるで

あろう。議員の出席率も低下しており、少な

くとも、かつて私が経験したような，小さな

会議場で議員が次々と発言を求め、他の議員

が熱心にそれに聞き入る、そしてその発言が

1 0分後には文書になって手に入ったという時

代ではなくなったことは確実である。（各議

員はIPE �で執務室を与えられているが、本

会議場の状況をテレビ中継でフォローできる

ようになっており、これが議員の出席率低下

の一因であるといわれる。）

Palais de l’E u r o p eの大会議場は、現在では

5 6 3の議席をもつが（E Pの会期開催中は、一

部の議員は会議場外縁の補助席を使用す

る。）、その周囲に同時通訳者のための計1 1の

ブースがあり、彼等がここで議員の発言を片

端からいろいろな言語に通訳している有様は

壮観としか言いようがない。まさにヨーロッ

パ諸言語のオンパレードである。今後は、

IPE �で同じことが再現されるのであろう。

しかし、同時通訳者の努力が議員間の意思疎

通に十分貢献しているかどうかはおのずから

別の問題である。E U は、発足以来、これま

でE Pの会議場としてC Eの施設を利用してい

ながら、1 9 4 9年の創立以来、一貫して英語及

びフランス語のみを公用語としているC Eの

英知を学ぼうとはしないのであろうか。

もう一つ、私がどうかと思うのは、ブリュ

ッセルとストラスブールとの間で行なわれて

いる E P 本会議場の誘致合戦である。この点

についてはすでにふれたが、1 9 7 9年１月1 7日

付のD N A によると、E P事務局の職員はルク

センブルグ、ブリュッセル及びストラスブー

ルの３都市の間を頻繁に移動しなければなら

ないが、それだけでも毎年5,0 0 0万フランが費

消されるという。当時は E Pの直接選挙はま

だ実施されておらず、議員数は計1 9 8名であ

り、また事務局の職員のうち、３都市の間を

往来していたのは通訳者を主体とする6 0 0名

程度であった。それにもかかわらず、議員・

事務局職員の出張費は膨大なものであったこ

とがわかる。彼らは大量の荷物と一緒に動か

なければならないが、事務局職員の１人は記

者に対し、「これはまさに大々的な引越しで
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す。我々は、まるでサーカスの一座で働いて

いるようなものです。」と語った。同じ新聞

によると、当時 E P 事務局はまだストラスブ

ールに分室を持たず、P f l i m l i n市長は事務局長

に対し、Palais de l’E u r o p eにスタッフの一部を

常置することを提案していた。この提案は受

入れられ、E P事務局のストラスブール分室が

設置されたが、本会議開催のたびに相変わら

ず議員や事務局職員の「引越し騒ぎ」が繰り

返されている。何しろ、現在では、平均して

E P 事務局の職員1,3 0 0人が会期ごとに動き、

また約9 0トンの荷物（3,0 0 0個以上のロッカ

ー（前述の「軍用行李」である。）に入った

書類が主体という。）を９台の引越し用トラ

ックが運んでいるという。

ストラスブールについていえば、毎月約１

週間、E Pの本会議開催中は市内のホテルが払

底し、レストランも混みあう。タクシーにと

っては、まさに稼ぎどきとなる。

E P本会議の開催地をめぐるブリュッセル及

びストラスブールの間の誘致合戦が今後どの

ような展開を見せるのか判らないが、私は、

E Pがこの点についてもC Eの発足当時の経験

に学ぶべきではないかと思う。C Eの原加盟

1 0ヵ国は、1 9 4 9年５月５日、ロンドンで「欧

州評議会規約」に署名したが、C E をどこに

設置するかについては、当時イギリス外相で

あったベヴィン（Ernest Bevin）の提唱ですん

なりとストラスブールに決まった。ベヴィン

外相の提案は、第２次大戦後のヨーロッパ統

合運動の成否は、長らく宿敵同士であったフ

ランス及びドイツ両国の関係修復の如何によ

るとの考えに基づくもので、フランス政府が

積極的に誘致した訳でも、当時のストラスブ

ールに適当な施設があったためでもない。ス

トラスブールは、第２次大戦後、復興・都市

計画省（M R U）がその再建に約1 0年をかけ

ざるを得なかったほど戦争により大きな被害

を受けていたのである。現に、 C E 規約は

1 9 4 9年８月３日に発効し、閣僚委員会は同月

８日から1 3日まで、また議員会議は同月 1 0

日から約３週間、それぞれ第１回の会合をス

トラスブールで開いたのであるが、当時は適

当な会議場が見当たらなかった。止むを得ず、

閣僚委員会は、1 9 5 0年８月の第５回会合まで、

ストラスブール市庁舎内の大サロン（G r a n d

S a l o n）で開催された。ベヴィン外相は心臓が

悪く、同外相のため、1 9 4 9年８月の第１回会

合（議長国はベルギーで、最初はP a u l - H e n r i

S p a a k外相、彼の辞任後はPaul van Zeeland外

相）に際し、市は１階から大サロンのある２

階まで、小さなエレベーターを臨時に取付け

たという。私は、あるときストラスブールの

T r a u t m a n n市長が同地駐箚の外交団・領事団

のため主催した夕食会に出席したが、この夕

食会は市庁舎の大サロンで開催された。豪華

なシャンデリアや見事な壁画で飾られたかな

り広いサロンであったが、半世紀近い昔を思

い、私なりに深い感慨にとらわれたものであ

る。

議員会議の第１回本会議は、 P a l a i s

U n i v e r s i t a i r eにある大ホール( A u l a）で開催さ

れた。現在、Palais Universitaireの入口ホール

の壁には、約5 0年前のこの事実を明らかにし

た碑がはめ込まれているが、入口ホールを奥

に向かって進むと、天井が高く、円廊と円柱

に囲まれた大ホールに達する。最初のC E議

員会議は、ここに1 0 1の議席を仮設して開か

れたのである。各種委員会は、 P a l a i s

U n i v e r s i t a i r eにある教室で開かれ、各国の議員

控室もやはり教室を転用した。1 9 4 9年８月1 1

日付D N Aに、Palais Universitaireで開催された

第１回C E 議員会議の状況を示す写真が２葉

載っている。第２回の議員会議は、1 9 5 0年８

月７日から、Maison de l’E u r o p eの会議場で行

なわれたが、当時この建物はまだ未完成の状

態にあった。

Maison de l’E u r o p eについては、すでに第４

図を使用して説明を加えたが、1 9 5 0年７月７

日付D N Aは、完成段階に近づいた建物を俯瞰
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するスケッチを掲げている。その１ヵ月後、

ここで議員会議が開かれたのである。

Roger Clamer氏（前出）によると、C E事務

局の職員は、発足時は約5 0名であったが、一

部は Place de la Rép u b l i q u e に近い Rue du

Général Frèr eのある建物で、また、議員会議

を担当する部局はA l lée de la Robertsau沿いの

レストラン部分を借り上げて執務したとい

う。Maison de l’E u r o p eの完成後、職員の大部

分はその２階の執務室に移ったが、他の人々

は、1 9 5 4年９月にBâtiment Bが完成するまで

は、それまでいた場所に残った。現在、R u e

du Général Frèr eの建物は市が使用している

が、A l lée de la Robertsauのレストランはもは

や存在しないとのことである。

その後、ストラスブール市はヴァッケン地

区のPlace Lenôt r eの一部をC Eに提供するこ

ととし、前述のように、1 9 5 0年３月６日、こ

こでMaison de l’E u r o p eの建設がはじまった。

ベヴィンは１年後の1 9 5 1年３月９日、健康上

の理由でイギリス外相を辞任し、間もなく死

亡したが、ストラスブール市は、1 9 7 4年５月

３日、「ヨーロッパ・ゾーン」にある川岸

Quai du Canal de la Marne-au-Rhin の一部を

Quai Ernest Bevinに改めた。これは、C Eが同

市に置かれて2 5年を経過したことを記念する

ための行事の一つであったが、ベヴィン元外

相は、こうしてその名をC Eの本拠地に永久

にとどめることになったのである。

�．E Pの将来

１．E Pの歴史は、見方によれば、議会の名に

ふさわしい権限獲得の歴史であったといえ

る。当初、E Pは単なる意見表明のための機関

で、少なくとも理論上は執行部の決定を拘束

する立場になかった。一言でいえば、議会と

いっても、それはほとんど名目だけの存在で

あった。

しかし、歳月の経過と共に、E Pは確実にそ

の地位を高めてきた。議員数は段階的に増加

し、また彼等は、1 9 7 9年からは直接選挙で選

出されるようになった。いまや、1 5ヵ国出身

の議員6 2 6名が、ストラスブールに限っても

年1 0回以上ここに集まり、さまざまな問題に

ついて討議し、決議を行なうが、この事実そ

のものが E Pに大きな政治的重みを加えつつ

あると思う。さらに、S E A及びマーストリヒ

ト条約の発効をうけて、E PはE Uの意思決定

のプロセスにおいて一定の役割を果たすよう

になっている。現在の E Pは、かなりの程度

まで、E U の諸制度のなかに議会制民主主義

の要素を持ち込むようになり、E Uの理事会、

委員会及び各加盟国政府は E Pとの関係を重

要視せざるを得なくなってきている。各国の

議会及び国民にとっても、E Pの影響力は確実

に浸透しつつあるように見受けられる。E Pは、

今後とも一層幅広い権限を獲得するためその

努力を積み重ねることであろう。既述したが、

現在、欧州議員の選出は加盟国それぞれの選

挙法に基づいて行なわれている。しかし、将

来E Uの統一選挙法が成立し、E Pがこれによ

って選出される議員で構成されるようになっ

たとき、すなわち、E U 市民がヨーロッパ政

治に一層直接的な形で参加するようになった

とき、そしてそのとき、もしも E P に相応の

立法権が付与されているとするならば、それ

は名実ともに“European Parliament”と呼び

得る存在となり、欧州議員は、国境を越えて

活動する人類史上はじめての国際議員となる

であろう。また、前述のように、ルクセンブ

ルグのタワー・ビルに加えて、ストラスブー

ルでIPE �が引渡し間近であり、またブリュ

ッセルのレオポルド公園ではすでに D3が完

成したが、それはそれで、E U の諸機関にお

ける E Pの権威と独自性とを高めることに貢

献するであろう。フランスの諺にも、“Q u a n d

le bâtiment va, tout va.”というのがある。

さらに、現在フランス東部、とくにストラ

スブールを中心とするアルザス地方で、東部
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新幹線（TGV Est）の建設（パリ・ストラス

ブール間を約２時間で結ぶ。）、ストラスブー

ルに近いエンツハイム国際空港の拡張等、2 1

世紀の到来をにらみつつ、交通・運輸手段の

拡充をはかろうとする動きがあり（1 5）、このよ

うなインフラ整備は、「ヨーロッパの十字路」

としてのストラスブールにとって望ましいこ

となのであろうが、それはまた、ここでしば

しば本会議を開催する E Pにとってもプラス

に作用するに違いない。

２．1 9 9 5年９月2 8日、ドイツのコール首相は

C E議員会議で演説、私もこの演説を傍聴し

たが、同首相はそのなかで、「欧州共同体

（E C）、すなわち現在のE Uは、C Eなしには創

設されることはなかったであろう。」と明確

に述べた。きわめて含蓄のある発言であると

思う。

第２次大戦後のヨーロッパ統合運動に参加

している政府間・民間の国際機関は多いが、

C E及びE Uがこの運動の両輪になっていると

の主張には、おそらく誰も異論があるまい。

C E及びE Uは、アプローチは異なるものの、

いずれも広汎な分野で新しいヨーロッパの建

設を進めており、また相互間の協力を進めよ

うとしている。

1 9 7 4年１月 2 4日、C E 閣僚委員会は決議

（7 4）４により、ヨーロッパ諸機構の間で活

動領域を分割することは非現実的であるとし

て も 、「 事 実 上 の 補 完 性 」（ u n e

c o m p lém e n t a r i té de fait）をつくり出すよう、

これら機構の活動を調整しなければならな

い、と述べた。 1 9 8 7 年６月 1 6 日、 C E の

Marcelino Oreja事務総長及び E Uの J a c q u e s

D e l o r s委員長の間で書簡交換が行なわれたが、

これはその後の両国際機関の間の関係を律す

る基本文書の一つとなっている。両者の間で、

この書簡交換に基づいてハイ・レベルの会合

が開催されるようになったのは、その一例で

ある。その後、C Eは、欧州委員会の職員を

閣僚委員会の補助的会合に出席させるように

なった。E U も、C Eが要請すれば、事務局員

が欧州委員会の局議に参加できるよう考慮す

る用意があるという（1 6）。

1 9 7 4年５月６日、C Eは閣僚委員会決議7 4

（1 3）により、欧州共同体に対する連絡事務

所（Bureau de Liaison）をブリュッセルに設置

することを決定し、この事務所は翌1 9 7 5年１

月１日に発足した。（初代所長は J e a n - A n d ré

T s i m a r a t o sで、彼は1 9 7 8年９月まで在勤した。

後任はThomas Ouchterlonyで、現在もブリュ

ッセルに在任している。）1 9 9 5年４月、フラ

ンス国民議会議員でC E 議員会議の代理議員

を兼ねるJean-Claude Mignonは、バラデュー

ル首相に対し、“Pour un nouvel engagement de

la France au Conseil de l’E u r o p e”と題するレポ

ートを提出し、そのなかで、C EはE Uに対す

る事務所をブリュッセルに置いているが、E U

もストラスブールにC E代表部（Délég a t i o n）

を開設し、両機関の協調（p a r t e n a r i a t）を具体

化するべきである、と述べた。同年９月末、

C E 議員会議は I G C （前述）に関する

Recommendation 1 2 7 9（1 9 9 5）の第1 0項�で

閣僚委員会に対し勧告し、ストラスブールに

代表部を開設するよう、E U に対し提案すべ

きであるとした。おそらく、E UのC E代表部

設置は遠からず実現し、両機関の間の連絡体

制が強化されることになろう。

ここで私が指摘したいのは、C E及びE Uの

議会部門、すなわちC E議員会議及びE Pの間

で最近見られるようになった協力関係につい

てである。1 9 5 3年から 1 9 7 8年までの期間、

E C S C共同総会（のちE P）及びC E 議員会議

のそれぞれのビューローは、年に１回、１日

間ではあるが、会合を開催していた。この会

合は、E Pに直接選挙制が導入されたあと一時

中断されたが、1 9 8 2年７月以降、二つのビュ

ーローはときどき会合を開いており、また両

議会組織のもつ各種委員会が特定のテーマに

つき合同会議を開催し、また恒常的に情報交
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換を行なっているほか、事務局のレベルでも

接触が行なわれている。

E U に対する C E のブリュッセル事務所長

O u c h t e r l o n y（前出）は、1 9 8 4年に、「C E議員

会議及び直接選挙で選出される E Pの関係は

いま形成期にあり、新しい協力の形態が誕生

するであろうことに疑いの余地はない。」と

述べた（“The European Communities and the

Council of Europe”in Legal Issues of European

I n t e g r a t i o n , January 1 9 8 4（ D e v e n t e r ,

Netherlands: Kluwer Law and Taxation

P u b l i s h e r s）, p. 6 5）。まさしく、両者間には、

そのころから協力関係が築かれるようになっ

たのであるが、この関係はまだ必ずしも十分

ではないようで、1 9 9 2年２月、マーストリヒ

ト条約の調印と同時に採択されたD e c l a r a t i o n

on the Role for National Parliaments in the

European Unionは、E U加盟国の議会がこれま

で以上にE Uの活動に関与すること及びこれ

ら議会及び E Pが便宜の相互供与、同一問題

に関心を有する議員同士の定期的会合等を通

じて接触することの重要性をうたっている。

３．E Pが真の国際議会となるためには、今後

解決を必要とする問題点がいくつもある。し

かし、それを列挙することは本稿の目的では

ない。

逆説的に響くかも知れないが、少なくとも

ヨーロッパの統合がさらに深化し、そのなか

で E P の果す役割が一層広く認知されるまで

は、欧州議員は直接選挙ではなく、1 9 5 2年か

ら1 9 7 9年までの期間がそうであったように、

1 9 7 9年以降も、やはり各加盟国の議会議員の

間から選出すべきではなかったかという思い

が私には強い。そこで、以下この点について

述べることとしたい。

着任後のいつか、C E 事務局のある高級職

員（すでに 2 0年以上事務局にいるという。）

と話す機会があったが、彼は、1 9 7 9年に欧州

議員が直接選挙で選出されるようになった結

果、これら議員は国民との直接的なパイプが

できても、出身国の議会、政府機関等との結

び付きが薄くなり、E Pの意向を自国で十分に

反映させることが困難になった面がある、と

興味深いことを述べた。さらに、1 9 7 9年以前、

どの加盟国でも議員によってはE P及びC E議

員会議の双方のメンバーを兼ねることがあっ

た（C E議員会議のメンバーは、C Eの創設以

来、加盟各国の議会議員のなかから選出され

ている。）、そこで、この二つの議会組織は、

できるだけ同じ時期にそれぞれの本会議をス

トラスブールで開催するように調整していた

（C E議員会議は毎年１回、１ヵ月以内の会期

で常会を開催する旨定められているが（欧州

評議会規約第3 2条）、実際には、1 9 5 7年から

会期を３部に分け、さらに1 9 9 2年からは４部

制とし、年４回、１週間ずつの会期で開催さ

れるようになった。）、1 9 7 9年以降はそのよう

な議員は少なくなった、とも述べた。すなわ

ち、E Pの直接選挙は、国によっては欧州議員

の国内レベルでの政治力を弱め、またC E議

員会議との関係を薄めるという二重のマイナ

ス効果を生みだしたようなのである（1 7）。

もちろん、E Pには各加盟国の利害を離れ、

ヨーロッパ全体の立場に基づいた政治的な判

断を行なうという役割が求められているが、

少なくとも E P の権限が限定されている現段

階では、欧州議員にこのような役割のみを与

え、出身国の議会や政府機関との関係を無視

することを期待するのは非現実的ではないか

と思う。

それでは、E Pのメンバーにつき、その選出

方法を1 9 7 9年以前のやり方に戻すことが困難

であるとすれば、一体どうすればよいか。

一つは、E P及び加盟国議会の間で、相互の

関係強化をはかることであろう。前述の

Declaration on the Role of National Parliaments...

の内容は、これに沿ったものといえる。

もう一つの考え方として、E Pを二院制とし、

加盟各国の議会の代表メンバーとする上院を
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新たに設置することが提唱されている。例え

ば、T e r r e n o i r e は、前掲の著書でこの考えを

述べている（p. 1 4 8）。直接選挙で選出される

議員で構成される下院と、1 9 7 9年以前の E P

と同じような構成の上院をつくり、国内レベ

ルの政治及びヨーロッパ・レベルの政治の間

に有機的なつながりをもたせるという考え方

であって、傾聴に値するものと思う。また、

そうなれば、E P及びC E議員会議の関係強化

にも役立つであろう。前述したブリュッセ

ル・ストラスブール間の“bataille du sièg e”

も、これで解決できるかも知れない。

実は、E Pを二院制とする案はT e r r e n o i r e以

外の人々も唱導している。そのうちでも、C E

議員会議をE Pの第２院とするというM i g n o n

議 員 の 案 （ 前 述 の “ Pour un nouvel

engagement de la France...”と題するレポート

に含まれている。）は、C E 及びE U の加盟国

が同じではない等の理由で当面は実現する可

能性は小さいのであろうが、私には、将来の

課題として検討を行なう価値が十分にあるよ

うに思われる。C E及びE Uという二つの重要

な国際機関が共通の議会組織をもてば、これ

ら国際機関の活動を調整し、かつヨーロッパ

の統合運動に加盟各国の議会及び国民の声を

反映させる上できわめて有効なのではなかろ

うか（1 8）。

いずれにせよ、E U加盟国の国民がE Pを通

じてヨーロッパ政治に直接参加し、それなり

の成果を挙げるためには、E Pにどのような権

限を与え、各国政府・議会との関係をどのよ

うにし、また E P の構成メンバーについて定

員を何名とし、各国別にどう配分するか、そ

してこれらメンバーをどのようにして選出す

るか、今後加盟各国の間で広く論じられなけ

ればならないであろう。

おわりに

１．ブリュッセルに在勤していた間、私は戦

後のヨーロッパ統合に関していくつかの論文

を読んだが、学者や政治家による指摘で当時

なるほどと思い、今でも何となく覚えている

箇所がある。今回、ストラスブール大学図書

館等で、このような論文のうち数編をふたた

び手にして、私は非常になつかしい気持ちに

うたれた。

例えば、A. H. Robertsonは、1 9 5 7年に、「ヨ

ーロッパの国際機関のもつ諸特徴のうち、国

際組織法の発達に最も貢献しているのは、お

そらくそれらが議会部門を有していることで

あろう。」と述べたが（“Legal Problems of

European Integration”in Recueil des Cours, 1 9 5 7,

I, p. 1 6 4）、たしかに、戦後のヨーロッパに誕

生した国際機関のうち、W E U、ベネルックス、

C E、E U 等は、それぞれ議会部門をもってい

る。これらは真の議会といえる存在ではない

にしても、政治家や国際組織法の研究者にと

り、きわめて興味ある先例を提供しているの

であろう。なお、1 9 9 0年1 1月1 9－2 1日の欧

州安全保障・協力会議（C S C E）首脳会議は、

C S C Eを常設機関とし、また、C S C Eとは独立

に、加盟国の議会の代表から構成される議員

会議（A s s e m b lée Parlementaire）を創設する

ことについての希望を表明した。 C S C E は

1 9 9 5年１月１日から機構化され、欧州安全保

障・協力機構（O S C E）となったが、議員会

議はそれより早く、1 9 9 2年７月に第１回会合

をブダペストで開いている。

最近読み直した1 9 5 0年代の研究の別の例で

あるが、Reuben Efron及びAllan S. Nanesは、

共同で執筆した論文で、「（ある国際機関にお

いて）加盟国国民が代表されるならば、（そ

の国際機関の）超国家性を強めることに役立

つ。」といっている（“The Common Market

and Euratom Treaties”in The International and

Comparative Law Quarterly, October 1 9 5 7, pp.

6 7 4-6 7 5）。

実定法上、「超国家的」という表現がはじ

めて用いられたのはE C S C条約第９条第５項
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及び第６項においてであるといわれるが、こ

の表現は一体何を意味しているか。E C S Cの

創設を最初に提案した Robert Schuman自身

は、超国家的とは、主権の不可侵を唱える

「国際的個人主義」（individualisme international）

と、主権を備えた上位国家に従属する諸国家

（支分国）の集まりである連邦主義とのちょ

うど中間に位置するということである、とい

う（Paul Reuter, La Communauté E u r o péenne du

Charbon et de l’A c i e r (Paris: Librairie Générale de

Droit et de Jurisprudence, 1 9 5 3), Préface, p.７）。

Paul Reuterは、E E Cが発足して間もないこ

ろ、同共同体について、「それは、まだ未熟

ではあるが、連邦主義の一つの試みである。．．．

かくも広範囲な諸機能（ fonctions aussi

ét e n d u e s）を与えられ、かつ、かくも重々し

い諸機構（institutions aussi pesantes）を備え

た国際機関は、必然的に連邦制の一面（ u n

certain aspect fédér a l）をあらわす。」と述べた

（“Aspect de la C. E. E.”in Revue du Marché

C o m m u n, No. 3 (May 1 9 5 8), p. 1 6 1, p. 1 6 6）。現在

の E Uについては、同じことがもっと強くい

い得る筈である。とくにマーストリヒト条約

では、前述のE U市民権のほか、単一通貨の

採用を含む通貨統合の推進、共通外交・安全

保障政策（C F S P）実施のための協力等がうた

われており、これらの目的が成功裡に達成さ

れるならば、E Uは一層連邦国家的な性格を

そなえることになろう。

このように、E Uを通ずるヨーロッパ統合

の進展の中で、加盟国の国民を代表する E P

が、E Uの他の機構と同じような「重々しい」

存在となる可能性は、誰にも否定できないの

ではなかろうか。

すべては、一体どのようなヨーロッパを建

設するのか、あらゆるヨーロッパ人がいま思

索しているテーマが、今後具体的にどのよう

な形をとるのかにかかっていると思う。しか

し、少なくとも、C E及びE Uの協力関係の強

化が、ヨーロッパの統合を進める上で今後ま

すます重要となることは確実であろう。

２．ストラスブールは一国の首府ではないが、

国際機関、とくにヨーロッパ諸国政府の間で

構成される国際機関の所在地としては、理想

に近い環境にあるのかも知れない。例えば、

政府間の国際機関で現存する最古のものは、

前述したライン川航行中央委員会であるが、

これは、1 8 1 5年のウィーン会議で設置がきま

り、翌1 8 1 6年８月５日、ヘッセン大公国のマ

インツで活動を開始した。これは1 8 7 1年９月

４日にドイツ帝国が成立したあとも変わらな

かったが、第１次大戦後の1 9 2 0年になって、

中央委員会はストラスブールに移された（現

在の加盟国は、ドイツ、ベルギー、フランス、

オランダ及びスイス）。第２次大戦後も、ス

トラスブールには、C Eを含むいくつもの重

要な国際機関が置かれた。

また、ストラスブールでは、頻繁に国際会

議が開催されている。やや古いが、1 9 9 4年の

ストラスブール都市連合（C U S）の統計によ

ると、ストラスブールは、会議開催数ではフ

ランスでパリについで２番目、ヨーロッパで

1 0番目、世界全体では1 3番目であった。同地

で開かれる国際会議のうち、最も重要なのが

計6 2 6名の議員をもって構成されるE Pの本会

議であろうが、そのほかに、C E に加盟する

計4 0ヵ国の議員2 7 6名が年４回、ここで議員

会議を開催していることも忘れてはならない

と思う（1 9）。

－－こうして、E P及びC E 議員会議に所属

する数百名のヨーロッパの政治家が、各地か

ら頻繁にストラスブールにやって来て、公

式・非公式に会合し、議論し、交歓している。

C E 議員会議については、本会議の開催数こ

そ少ないものの、旧ソ連・旧ユーゴ連邦共和

国の構成国を含め、ほとんどのヨーロッパ諸

国の議会議員をメンバーとし、あるいはメン

バーに迎えようとしている。E Pの本会議にも、

数年後には、東ヨーロッパ諸国の議員たちが
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加わるようになるであろう。

さらに、ストラスブールを来訪、E PやC E

議員会議で演説を行なう各国の政治家や国際

機関の関係者も多い。私が1 9 9 5年７月に赴任

してから同年末までの数ヵ月に限定しても、

E P についてはサンテール欧州委員会委員長

（９月、1 0月、1 1月）、ヘルツォーク・ドイツ

大統領（1 0月）、ブトロス・ガリ国連事務総

長（1 1月）、ゴンザレスE U理事会議長（スペ

イン首相、1 1月）等が本会議で演説しており、

また、C E議員会議については、９月の会期

にフセイン・ジョルダン国王、そして、同じ

会期中に、前述の如くコール・ドイツ首相が

演壇に立った。ストラスブールが、ヨーロッ

パ政治の一つの中心地になっていることは明

白であると思う。同市が「ヨーロッパの首府」

を自称しているのも、あながち誇張とはいえ

ないのである。

前述のように、1 9 7 8年1 0月、日本・E U友

好議員連盟が発足したが、ストラスブールに

日本の総領事館が開設された直後の1 9 9 2年２

月には、日本・欧州評議会友好議員連盟が結

成された。これは、当然のことながら、日本

の国会が、E P及びC Eが挙げつつある業績に

注目している事実を反映したものであろう。

３．米国の首府ワシントンにあるポトマック

公園には、1 9 1 2年に東京市が贈った日本の桜

が多数植えられているが（約百本のソメイヨ

シノがまだ生存しているが、他は米国産の桜

に植え替えられた。）、1 9 9 7年1 1月、「ヨーロ

ッパの首府」ストラスブールのIPE 4に植樹

された桜の苗木が、日本及びヨーロッパの今

後の緊密な関係を象徴するような成長ぶりを

示すことを期待して本稿を了することとした

い。

注

� 日本政府は、1 9 6 2年に入って在ルクセンブルグ公使館

を大使館に昇格させることとし（ただし、在ベルギー

大使館の兼轄）、下田大使は同年５月1 0日、初代の駐

ルクセンブルグ大使に任命され、６月1 4日に信任さ

れたが、これは私の離任後のことである。

� その後、1 9 9 5年1 1月９日になってウクライナ及びマ

ケドニア（旧ユーゴ連邦共和国）が、1 9 9 6年２月2 8

日にロシアが、また同年1 1月６日、クロアチアがそ

れぞれ加盟し、いまやC Eは4 0ヵ国で構成されている。

また、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ア

ルメニア、アゼルバイジャン及びグルジアの５ヵ国が

C E議員会議の特別被招請国になっており，かつC Eに

対し加盟を申請中である。（ただし、ベラルーシに付

与されていた特別被招請国のステータスは、1 9 9 7年１

月1 3日、一時停止された。）なお、ヴァチカンはC E

に加盟していないが、1 9 7 0年３月２－７日に開催され

たC E閣僚委員会の決定により、C Eにおける特別のス

テータスを与えられている。

� “Bât i m e n t”は、“i m m e u b l e”と同様、「建物」、「建築

物」を意味する。なお、ストラスブール市が作成した

1 9 5 1年及び1 9 5 9年の地図を比較すると、この期間に

A l lée de la RobertsauのMaison de l’E u r o p e沿いの部分が

Avenue de l’E u r o p eに、また、A l lée Spachの突き当たり

にあるRue du Général Uhrichの一部がAvenue Robert

S c h u m a nに、それぞれ改称されている。

� C E が設立された当初から事務局に加わり、営繕を担

当したフランス人Roger Clamer氏は現在8 4歳、まだ

矍鑠としてストラスブールの近郊に住んでおられる

が、同氏はC E事務局を退職したあとの1 9 7 7年、バ・

ラン県M u h l b a c h - s u r - B r u c h eの町長に選出され、在職

中にBâtiment Pが撤去されることを知り、これを町の

集会場とするためゆずり受けたという。

� その後のザール問題の帰趨については、周知の如く、

同地方のヨーロッパ化をうたった1 9 5 4年1 0月の地位

協定が１ヵ年後の住民投票で拒否されたため、フラン

スは同地方をドイツから分離することを断念、1 9 5 7年

１月１日、この地方は西ドイツに編入された。1 9 5 2年
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当時、もしザール問題がなかったならば、E C S Cの諸

機関は全部ストラスブールに設置されたかも知れな

い。ひいては、E C（のちE U）の諸機関（少なくとも

その大部分）が同地に置かれることになったかも知れ

ない。

� E Pの本会議については若干の説明を要するであろう。

E Pは年１回を会期として会合することとされている

が、具体的には「部分会期」（part-sessions; périodes de

s e s s i o n）が召集され、ここで本会議（sitting; séa n c e）

が開催されるのである（議事規則第1 0条第１項）。こ

の部分会期には、原則として毎月開かれる会期５日の

ものと、追加的に開催される会期二、三日のものとが

あり、このレポートでは、後者をとくに「ミニ会期」

と称することとする。

� 例えば、E C S C 裁判所は、Affaire Kergall/Assemblée

C o m m u n e（Affaire Nº 1-5 5）に対する1 9 5 5年７月1 9日

付判決で、“Elle [la Cour] constate que le Bureau est

c o m pétent pour organiser son Secrétariat à son gré et au

mieux du service...”といっている。なお、ビューロー

は、概していえば、日本の衆・参両議院の議院運営委

員会理事会にあたる。

� 「追加的な部分会期」（périodes de sessions plén ièr e s

a d d i t i o n n e l l e s）がいわゆる「ミニ会期」であるが、欧

州理事会の決定は、この会期の回数及び長さには言及

していない。もっと頻繁に開催したり、会期を３日で

なく、例えば２日にすることも、また、毎月の部分会

期と同じ５日間とすることも、理論的には可能であ

る。

� これまでの議長のうち１名は女性で、フランス人の

Simone Veilであった。彼女は 1 9 7 9年７月1 7日から

1 9 8 2年１月８日までの間、すなわちE Pのメンバーが

直接選挙で選出されるようになってはじめての議長を

つとめたが、注目すべきことは、彼女が他の欧州議員

たちから、政治信条の差を越えて一様に高く評価され、

閣僚理事会及び委員会に対するE Pの権威を高めるの

に非常に貢献した事実である。

C Eの議員会議についても、1 9 9 6年１月2 2日から、

はじめて女性議長としてドイツのLeni Fischerが就任

したが、E Pは、女性議長を選出したことではC E議員

会議に一歩先行したことになる。

� C E議員会議はE C S C共同総会より早く、1 9 4 9年８月

に発足したが、議員会議では当初から議員は国籍別で

はなく、氏名のアルファベット順に着席しており、こ

れは現在も変わっていない。しかし、議員会議メンバ

ーもGuy Mollet議長の在任中の1 9 5 6年、会派を結成す

るようになった。当初は、E C S C共同総会と同じく、

Dém o c r a t e s - C h rétiens, Socialistes及びL i bér a u xの三つの

会派であった（ Jean-Louis Burban, Le Conseil de

l’E u r o p e（３ｅ Ed.; Paris: Presses Universitaires de France,

1 9 9 6）, p. 4 1）。議員が国籍を越えて会派を結成したと

いう点でも、E Pの方がC Eの議員会議より早かったこ

とになる。

� 第４図は、La Construction Moderneの1 9 5 0年８月号に

掲載されたBertrand Monnet,“Le Palais du Conseil de

l’Europe à S t r a s b o u r g”より再録した。

� 『外交時報』、1 9 9 5年５月、藤川哲史「欧州議会の新

しい機能」を参照されたい。

� 『日本E U学会年報』、第1 8号（1 9 9 8年）、小久保康之

「アムステルダム条約とE Uの機構改革」、5 4－6 0ペー

ジ。

� 1 9 5 0年代、E P及びC E議員会議の会派がそれぞれ三つ

ずつで、会派の名称も同じであったことは前述したが、

その後、両者間のかかる共通性は消えた。現在、C E

議員会議は五つの会派を有する。（やはり、いずれの

会派にも属さない議員がいる。）

� 東部新幹線については、将来これをライン川の対岸ま

で延長し、ドイツ西部を南北に走るI C Eに連絡させる

考えが浮上している。なお、ライン・ローヌ新幹線

（TGV Rhin-Rhôn e）の建設案もあるが、これはストラ

スブールからミュールーズ（M u l h o u s e）、リヨンを経
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てバルセロナに達するという。

ストラスブール近辺には、エンツハイム空港のほか

に、“E u r o A i r p o r t”と称されるバーゼル・ミュールー

ズ・フライブルグ空港がある。スイスを水源とするラ

イン川は、バーゼル付近で約9 0度曲がって北へ向か

うが（いわゆる“Coude du Rhin”である。）、1 9 2 0年、

ここにS t e r n e n f e l d空港が建設された。大戦直後の1 9 4 5

年５月、フランスは同空港の拡張のため、その領土の

一部をスイスに割くこととし、翌年１月、フランス国

内に1,2 0 0m の滑走路が建設された。このときから空

港はバーゼル・ミュールーズ空港となり、行政理事会

（Conseil d’A d m i n i s t r a t i o n）により、フランス・スイス

両国が共同で運営することになった。ドイツのバーデ

ン・ヴュルテンブルク州南部にかかわる旅客・貨物が

ふえたため、空港とフライブルグとの間に1 9 6 3年か

ら1 9 6 4年の間にハイウェーが建設され、行政理事会

とは別にドイツを含む３ヵ国の諮問委員会（C o m i té

Consultatif Tripartite）がつくられた。空港ではその後

もしばしば拡張工事が行なわれ、1 9 7 0年６月2 7日に

は新空港が開港した。なお、E u r o A i r p o r tの名称が使用

されることになったのは1 9 8 7年以降といわれる。

� 『外務省調査月報』、1 9 9 7年度／No. 3、川崎晴朗「欧

州評議会（C E）の加盟国・準加盟国・オブザーバー

等について」、8 5ページ。

� 現在でも、アイルランド、イギリス、フランス等若干

のE U加盟国は、その国の中央または地方議会のメン

バーあるいは地方自治体の長がE Pのメンバーを兼ね

ることを認めている。例えば、フランスは、原則とし

て同一人物がmandat politique él e c t i fを二つまでもつこ

とを認めており（人口２万以下の市町村については、

さらにその長または議会議員を兼ねることができ

る。）、同国出身のE P議員のうち、Michel Rocardは上

院議員及びイヴリーヌ県Conflans-Sainte Honorine市議

を、Christian Jacob、 Christiane Taubira-Delannon、

Philippe-Armand Martin、Yves Verwaerde等はそれぞれ

国民議会議員を兼ねる。うち、Mme Taubira-Delannon

はギアナ海外県C a y e n n e市議、またM a r t i nはマルヌ県

C u m ièr e s 市長でもある。さらに、E P 議員の P i e r r e

M o s c o v i c i はドゥー県県議・同県 M o n t bél i a r d 市議、

A n d ré L a i g n e lはアンドル県県議・同県I s s o u d u n市長、

F rédéric Stribyはオー・ラン県県議・同県M i c h e l b a c h -

l e - B a s市長、Dominique Baudisはオート・ガロンヌ県

T o u l o u s e市長、また、Philippe de Villiersはヴァンデ県

県会議長を兼ねている。

� C E の一事務局員が、E Uは世界各地（E U加盟国を含

む。）に代表部や事務所をもっているが、C Eもこれら

を通じて情報や資料を収集したり、出張の際等に便宜

を供与して貰えれば有難いのだが、と私に話したこと

がある。これは、二つの国際機関がその在外公館を共

通化するという考えに通じるもので興味深い。もし実

現すれば、C E及びE Uの接近にも有益であろう。

また、1 9 8 5年６月の欧州共同体（E C）閣僚理事会

は、C Eがそれぞれ1 9 5 5年及び1 9 7 2年に公式に制定し、

使用していた旗及び歌をE Cの旗及び歌とすることを

決定し、この結果、C E及びE Uは、現在ではこれらの

標識（e m b lèm e s）を共同で使用するようになった。

群青色の地に 1 2の星を配した C E の旗は、もともと

1 9 5 5年 1 0月 2 5日、議員会議が「ヨーロッパの旗」

（drapeau europée n）として選択したもので、同年1 2月

８日、閣僚委員会がその採用を決定した。以来、議員

会議は、数回にわたって他のヨーロッパ国際機関に対

し、「ヨーロッパの旗」を採用するよう慫慂し、スト

ラ ス ブ ー ル に あ る ラ イ ン 川 航 行 中 央 委 員 会

（Commission Centrale pour la Navigation du Rhin）等は

これに応じたが、E Cは各機関がそれぞれ標識（E Pに

ついては、E P / P Eを樫の葉で囲んだデザインのもの、

第５図左側）をつくっていたこともあって、なかなか

C E側の希望に応じなかった。しかし、1 9 8 2年４月1 1

日、E Pはvon Hassel議員が提出したC Eの「ヨーロッ

パの旗」を共同体の旗とするという内容の決議案を採

択し、1 9 8 6年５月、ミラノで開催された欧州理事会も

E Pの採択をe n d o r s eした。B u r b a nは、前掲の著書L e

Conseil de l’E u r o p eにおいて、1 9 8 6年初頭にスペイン及

びポルトガルを迎え、E C加盟国の数が1 2となったが、

この偶然により、E Cは1 2の星をあしらった「ヨーロ

ッパの旗」を採択したのであろう、と冗談まじりに述

べている（p. 2 4）。1 9 8 6年５月2 8日、ブリュッセルに
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あるE C 関連の建物に、1 2の加盟国の国旗と並んで、

「ヨーロッパの旗」がはじめて掲揚された。

一方、「ヨーロッパの歌」（hymne europée n）は、

C E閣僚委員会が1 9 7 2年１月採用したが、これはベー

トーヴェンの第９交響曲に採り入れられたシラーの頌

歌「歓喜に寄す」をフォン・カラヤンが編曲したもの

である。

� 4 0の加盟国の議会のほか、イスラエルのクネセットが、

1 9 5 7年1 0月以降、C E議員会議のオブザーバーとなり、

ここに３名の議員を送っている。また、注�で述べた

ように、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、

アルメニア、グルジア及びアゼルバイジャンがC E議

員会議の特別被招請国となっており、これら５ヵ国も

議員会議に数名ずつ議員を派遣している（『外務省調

査月報』、1 9 9 7年度／N o .３、川崎晴朗「欧州評議会

（C E）の加盟国…」（前掲）、7 3－8 3ページ）。
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第５図　E Pの標識。左側は旧来のもので、現在では右側の標識の方が多く使用されている。


